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議案第 85 号 

 

   専決処分につき承認を求めることについて 

 

 平成２４年度生駒市の一般会計の補正予算（第３回）を定めることについて

は、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２４年１１月１９日別紙のとお

り処分したから、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

  平成２４年１２月７日提出 

                       生駒市長 山 下  真   
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専第 ４ 号 

 

           専  決  処  分  書 

 

 平成２４年度生駒市の一般会計の補正予算（第３回）を地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

 

  平成２４年１１月１９日 

 

                       生駒市長 山 下  真   

 

   平成２４年度生駒市一般会計補正予算（第３回） 

 

 平成２４年度生駒市の一般会計の補正予算（第３回）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３７，２３５千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４，５００，５１２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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議案第 86 号 

 

平成２４年度生駒市一般会計補正予算（第４回） 

 

平成２４年度生駒市の一般会計の補正予算（第４回）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９９，７４３千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４，６００，２５５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」による。 

 

平成２４年１２月７日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

14 国庫支出金     4,144,674        42,320     4,186,994

 1 国庫負担金     3,587,114        45,430     3,632,544

 2 国庫補助金       527,339        -3,110       524,229

15 県支出金     1,947,392        20,024     1,967,416

 1 県負担金     1,169,481        21,579     1,191,060

 2 県補助金       561,780        -1,555       560,225

19 繰越金     1,155,120        37,399     1,192,519

 1 繰越金     1,155,120        37,399     1,192,519

歳     入     合     計    34,500,512        99,743    34,600,255
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歳 出
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 2 総務費     3,561,620         5,745     3,567,365

 1 総務管理費     2,752,657          -203     2,752,454

 2 徴税費       457,096         5,948       463,044

 3 民生費    11,797,162       140,148    11,937,310

 1 社会福祉費     4,256,886       129,147     4,386,033

 2 児童福祉費     5,418,267        11,001     5,429,268

 4 衛生費     4,088,415         2,780     4,091,195

 1 保健衛生費     2,053,314        12,000     2,065,314

 2 清掃費     2,035,101        -9,220     2,025,881

 5 産業経済費       312,167        14,084       326,251

 1 農業費       148,291         7,165       155,456

 2 商工費       163,876         6,919       170,795

 6 土木費     3,235,077        -2,248     3,232,829

 2 道路橋梁及び河川費       843,123        -5,974       837,149

 3 都市計画費     1,362,883         3,726     1,366,609

 7 消防費     1,386,065        -4,362     1,381,703

 1 消防費     1,386,065        -4,362     1,381,703

 8 教育費     4,485,356       -56,404     4,428,952
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［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 2 小学校費       442,509         2,898       445,407

 3 中学校費       312,180         2,898       315,078

 5 社会教育費     1,510,120       -62,200     1,447,920

歳     出     合     計    34,500,512        99,743    34,600,255
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議案第 87 号 

 

平成２４年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算（第１回） 

 

平成２４年度生駒市の国民健康保険特別会計の補正予算（第１回）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２９，３５２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，５４９，００６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

平成２４年１２月７日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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議案第 88 号 

 

平成２４年度生駒市下水道事業特別会計補正予算（第１回） 

 

平成２４年度生駒市の下水道事業特別会計の補正予算（第１回）は、次に定め

るところによる。 

 （繰越明許費） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第１表繰越明許費」による。 

  

平成２４年１２月７日提出 

                       生駒市長 山 下  真 
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[単位　千円]

公 共 下 水 道 管 渠 整 備 事 業 ７０，０００

下 水 道 費 下 水 道 費

第　１　表　繰　越　明　許　費

項

下 水 道 管 渠 維 持 補 修 事 業

款 金　　額事　業　名

６，６００
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議案第 89 号 

 

生駒市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市行政組織条例の一部を改正する条例 

生駒市行政組織条例（平成２年３月生駒市条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条中「福祉健康部」を        に改める。 

 第２条市民部の項の次に次の１項を加える。 

 福祉部 

  (1) 高齢者福祉に関すること。 

  (2) 国民年金に関すること。 

  (3) 障害者福祉に関すること。 

  (4) 生活保護に関すること。 

  (5) 介護保険に関すること。 

 第２条福祉健康部の項を次のように改める。 

 こども健康部 

  (1) 児童福祉及び少子化対策に関すること。 

  (2) 健康及び保健衛生に関すること。 

  (3) 病院事業に関すること。 

「福祉部 

 こども健康部」 
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  (4) 国民健康保険に関すること。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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議案第 90 号 

 

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

３１年１１月生駒市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「旅行した」を「出張した」に、「旅行」を「出張」に改め、

同条第２項ただし書中「その他の委員及び嘱託員」を「別表に規定する上記以外

の特別職の職員」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 特別職の職員が会議等に出席し、又は公務のため勤務する場合において市長

が特に必要と認めるときは、その出席又は勤務について、費用弁償として、市

長が定める額の旅費を支給することができる。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 91 号 

 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の 

制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。 

附則第１９項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（給料の月額の特例

）」を付し、同項の次に次の１項を加える。 

20 平成２５年４月１日から平成２７年３月３１日までの間、給料表の適用を受

ける職員（再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く｡)の給料の

月額（地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、

勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当の額の算出の基礎となるものを除く｡)

は、第３条並びに第４条第１項、第２項、第４項及び第９項並びに生駒市の一

般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年３月生駒市

条例第３号）附則第７項から第９項までの規定にかかわらず、これらの規定に

より定められる額から、その額に次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨てた額）を減じた額とする。 
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(1) １級及び２級 １００分の０．６ 

(2) ３級及び４級 １００分の１ 

(3) ５級 １００分の１．１ 

(4) ６級及び７級 １００分の２ 

(5) ８級 １００分の２．１ 

附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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議案第 92 号 

 

生駒市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の制定 

について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 

 （生駒市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 生駒市職員の退職手当に関する条例（昭和４７年１０月生駒市条例第３

０号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項中「よらず」の次に「、かつ、第８条第５項に規定する認定を

受けないで」を加え、「を含む」を「及び傷病によらず、地方公務員法第２８

条第１項第１号から第３号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を

含む。以下この項及び第６条の４第４項において「自己都合等退職者」という

」に、「その者が」を「自己都合等退職者が」に改める。 

 第４条第１項を次のように改める。 

   １１年以上２５年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対す

る退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額（以下「退職日

給料月額」という｡)に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割

合を乗じて得た額の合計額とする。 

(1) 地方公務員法第２８条の２第１項の規定により退職した者（同法第２
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８条の３第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限の到来

により退職した者を含む｡) 

(2) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権

者が市長の承認を得たもの 

(3) 第８条第５項に規定する認定（同条第１項第１号に係るものに限る｡)

を受けて同条第８項第３号に規定する退職すべき期日に退職した者 

 第４条に次の１項を加える。 

３ 第１項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとお

りとする。 

(1) １年以上１０年以下の期間については、１年につき１００分の１２５ 

(2) １１年以上１５年以下の期間については、１年につき１００分の１３

７．５ 

(3) １６年以上２４年以下の期間については、１年につき１００分の２０

０ 

第５条の見出し中「整理退職等」を「２５年以上勤続後の定年退職等」に改

め、同条第１項を次のように改める。 

次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の

勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とす

る。 

(1) ２５年以上勤続し、地方公務員法第２８条の２第１項の規定により退

職した者（同法第２８条の３第１項の期限又は同条第２項の規定により延

長された期限の到来により退職した者を含む｡) 

(2) 地方公務員法第２８条第１項第４号の規定による免職の処分を受けて

退職した者 

(3) 第８条第５項に規定する認定（同条第１項第２号に係るものに限る｡)
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を受けて同条第８項第３号に規定する退職すべき期日に退職した者 

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者 

(5) ２５年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職し

た者であって任命権者が市長の承認を得たもの 

(6) ２５年以上勤続し、第８条第５項に規定する認定（同条第１項第１号

に係るものに限る｡)を受けて同条第８項第３号に規定する退職すべき期日

に退職した者 

第５条に次の１項を加える。 

３ 第１項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとお

りとする。 

(1) １年以上１０年以下の期間については、１年につき１００分の１５０ 

(2) １１年以上２５年以下の期間については、１年につき１００分の１６

５ 

(3) ２６年以上３４年以下の期間については、１年につき１００分の１８

０ 

(4) ３５年以上の期間については、１年につき１００分の１０５ 

第５条の３の表以外の部分中「第５条第１項」を「第４条第１項第３号及び

第５条第１項（第１号を除く｡)」に、「２５年以上」を「２０年以上」に、「

１０年」を「１５年」に、「同項」を「第４条第１項、第５条第１項」に改

め、同条の表読み替える規定の欄中「第５条第１項」を「第４条第１項及び第

５条第１項」に改め、同表読み替える字句の欄中「１００分の２」を「１００

分の３」に改める。 

  第６条の３の表読み替える字句の欄中「１００分の２」を「１００分の３」

に改める。 

  第６条の４第４項第１号中「自己都合退職者（第３条第２項に規定する傷病
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又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項におい

て同じ｡)」を「自己都合等退職者」に改め、同項第２号から第５号までの規定

中「自己都合退職者」を「自己都合等退職者」に改める。 

  第８条を次のように改める。 

  （定年前に退職する意思を有する職員の募集等） 

第８条 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次

に掲げるものを行うことができる。 

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第５条の３で定め

る年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集 

(2) 組織の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該組織に属する職員

を対象として行う募集 

２ 任命権者は、前項の規定による募集（以下この条において単に「募集」と

いう｡)を行うに当たっては、同項各号の別、第５項の規定により認定を受け

た場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当

該募集に関し必要な事項であって規則で定めるものを記載した要項（以下こ

の条において「募集実施要項」という｡)を当該募集の対象となるべき職員に

周知しなければならない。 

３ 次に掲げる者以外の職員は、市長が定めるところにより、募集の期間中い

つでも応募し、第８項第３号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間

いつでも応募の取下げを行うことができる。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される

者 

(2) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の

末日が到来するまでに定年に達する者 

(3) 地方公務員法第２９条の規定による懲戒処分（管理又は監督に係る職
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務を怠った場合における処分で市長が定めるものを除く｡)又はこれに準ず

る処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた

者 

４ 前項の規定による応募（以下この条において単に「応募」という｡)又は応

募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職

員に対しこれらを強制してはならない。 

５ 任命権者は、応募をした職員（以下この条において「応募者」という｡)に

ついて、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定

されている職員である旨の認定（以下この条において単に「認定」という｡)

をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が

第２項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該

場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するた

めに必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、任命権

者は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認

定をしないことができる。 

(1) 応募が募集実施要項又は第３項の規定に適合しない場合 

(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第２９条の規定による懲戒処分（

第３項第３号の市長が定める処分を除く｡)又はこれに準ずる処分を受けた

場合 

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為（在職期間中の応募者

の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処

分に値することが明らかなものをいう｡)をしたことを疑うに足りる相当な

理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を

確保する上で支障を生ずると認める場合 

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保
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し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認

める場合 

６ 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、市

長が定めるところにより、その旨（認定をしない旨の決定をした場合におい

てはその理由を含む｡)を応募者に書面により通知するものとする。 

７ 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認

定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定

め、市長が定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した

応募者に当該期日を書面により通知するものとする。 

８ 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、そ

の効力を失う。 

(1) 第１２条第１項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(2) 第１９条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至った

とき。 

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により

応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれら

の期日に退職しなかったとき（前２号に掲げるときを除く｡)。 

(4) 地方公務員法第２９条の規定による懲戒処分（懲戒免職の処分及び第

３項第３号の市長が定める処分を除く｡)又はこれに準ずる処分を受けたと

き。 

(5) 第３項の規定により応募を取り下げたとき。 

９ 任命権者は、この条の規定による募集及び認定について、市長が定めると

ころにより、市長に対し、募集実施要項（第５項に規定する方法を周知した

場合にあっては当該方法を含む｡)を送付するとともに、認定を受けた応募者

の数を報告しなければならない。 
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  附則第１４項中「２０年以上」及び「及び傷病又は死亡によらず、その者の

都合により退職した者」を削り、「１００分１０４」を「１００分の８７」に

改め、同項に後段として次のように加える。 

   この場合において、第６条の５第１項中「前条」とあるのは、「前条並び

に附則第１４項」とする。 

  附則第１５項中「３６年」の次に「以上４２年以下」を加え、「（傷病又は

死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く｡)」を削り、「その者の

勤続期間を３５年として前項の規定の例により計算して得られる」を「同項又

は第５条の２の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た」に改

める。 

 （生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和５９年

４月生駒市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項中「第３条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部

分、改正後の条例第４条若しくは第５条」を「第３条から第５条まで」に改

め、「２０年以上」及び「、改正後の条例第３条から第５条の３までの規定に

かかわらず」を削り、「１００分の１０４」を「１００分の８７」に改める。 

  附則第４項中「（傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に

係る退職手当に関する部分を除く｡)」を削り、「３６年」の次に「以上４２年

以下」を加え、「、改正後の条例第３条第１項及び第５条の２並びに第６条の

規定にかかわらず」を削り、「その者の勤続期間を３５年とし、前項の例によ

り計算して得られる」を「同項又は条例第５条の２の規定により計算した額に

前項に定める割合を乗じて得た」に改める。 

  附則第５項中「、改正後の条例第５条から第５条の３までの規定にかかわら

ず」を削る。 
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 （生駒市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 生駒市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（平成１６

年３月生駒市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１２項中「４４年」を「４２年」に改める。 

 （生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成１９年

３月生駒市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２条第１項中「退職手当の額が、新条例第２条の４」を「額（当該勤

続期間が４３年又は４４年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者

の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者

が旧条例第５条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当

該勤続期間を３５年として旧条例附則第１４項の規定の例により計算して得ら

れる額）にそれぞれ１００分の８７（当該勤続期間が２０年以上の者（４２年

以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び３７

年以上４２年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く｡)にあ

っては、１０４分の８７）を乗じて得た額が、生駒市職員の退職手当に関する

条例第２条の４」に改め、「附則第７条の規定による改正後の」及び「附則第

８条の規定による改正後の」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の生駒市職員の退職手当に関する条例（以下この

項において「新条例」という｡)附則第１４項（新条例附則第１６項及び第３条

の規定による改正後の生駒市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する
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条例附則第１２項においてその例による場合を含む｡)及び第１５項の規定の適

用については、新条例附則第１４項中「１００分の８７」とあるのは、平成２

５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間においては「１００分の９８

」と、同年４月１日から平成２７年３月３１日までの間においては「１００分

の９２」とする。 

３ 第２条の規定による改正後の生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例附則第３項（同条例附則第５項においてその例による場合を含む｡)

及び第４項の規定の適用については、同条例附則第３項中「１００分の８７」

とあるのは、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間において

は「１００分の９８」と、同年４月１日から平成２７年３月３１日までの間に

おいては「１００分の９２」とする。 

４ 第４条の規定による改正後の生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例附則第２条第１項の規定の適用については、同項中「１００分の８

７」とあるのは、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間にお

いては「１００分の９８」と、同年４月１日から平成２７年３月３１日までの

間においては「１００分の９２」と、「１０４分の８７」とあるのは、平成２

５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間においては「１０４分の９８

」と、同年４月１日から平成２７年３月３１日までの間においては「１０４分

の９２」とする。 

５ 前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長

が定める。 
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議案第 93 号 

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例 

 生駒市手数料条例（平成１２年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第２号中「及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法

律第８７号）」を「、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律

第８７号）及び都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）

」に改める。 

 別表第２に次のように加える。 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低炭素建築
物新築等計
画認定申請
手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都 市 の 低 炭 素 化
の 促 進 に 関 す る
法 律 第 ５ ３ 条 第
１ 項 の 規 定 に よ
り 低 炭 素 建 築 物
新 築 等 計 画 の 認
定 の 申 請 に 対 す
る 審 査 の う ち 、
住 宅 （ 共 同 住 宅
の 住 戸 部 分 を 含
む ｡)に 係 る 審 査
（ 以 下 こ の 項 に
お い て 「 住 宅 審
査 」 と い う ｡)（
５ ２ の 項 に 係 る
ものを除く｡) 

 

 

 

 

床面積の合計が１
５０平方メートル
以内のもの 

４０,１００円（法第６条
の２第１項又は第７条の
２第１項の規定による指
定を受けた指定確認検査
機関、エネルギーの使用
の合理化に関する法律（
昭和５４年法律第４９号
）第７６条第１項に規定
する登録建築物調査機関
又は住宅の品質確保の促
進等に関する法律第５条
第１項に規定する登録住
宅性能評価機関のうち市
長が定めるものにより、
都市の低炭素化の促進に
関する法律第５４条第１
項各号に掲げる基準に適
合すると認められた計画
（以下この項において「
低炭素建築物適合計画」
という ｡)である場合にあ
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 っては、６，７００円） 

床面積の合計が１
５０平方メートル
を超え４００平方
メートル以内のも
の 

７５,４００円（低炭素建
築物適合計画である場合
にあっては、１１,４００
円） 

床面積の合計が４
００平方メートル
を超え８００平方
メートル以内のも
の 

１０４,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、１８,２０
０円） 

床面積の合計が８
００平方メートル
を 超 え ２ ,１ ０ ０
平方メートル以内
のもの 

１４４,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、２９,１０
０円） 

床面積の合計が２
,１ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え ４ ,１
００平方メートル
以内のもの 

２０４,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、４７,４０
０円） 

床面積の合計が４
,１ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え ８ ,３
００平方メートル
以内のもの 

２９１,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、８３,４０
０円） 

床面積の合計が８
,３ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え １ ６ ,
５００平方メート
ル以内のもの 

３９２,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、１３１,０
００円） 

床面積の合計が１
６ ,５ ０ ０ 平 方 メ
ートルを超え２４
,７ ５ ０ 平 方 メ ー
トル以内のもの 

５１２,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、１６５,０
００円） 

 

床面積の合計が２
４ ,７ ５ ０ 平 方 メ
ートルを超えるも
の 

６００,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、１７６,０
００円） 

床面積の合計が３
００平方メートル
以内のもの 

１１４,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、９,５００
円） 

床面積の合計が３
００平方メートル
を 超 え ２ ,０ ０ ０
平方メートル以内
のもの 

１８６,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、２７,２０
０円） 

床面積の合計が２
,０ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え ５ ,０
００平方メートル
以内のもの 

２８８,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、８１,５０
０円） 

床面積の合計が５
,０ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え １ ０ ,
０００平方メート
ル以内のもの 

３６９,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、１２９,０
００円） 

  

都 市 の 低 炭 素 化
の 促 進 に 関 す る
法 律 第 ５ ３ 条 第
１ 項 の 規 定 に よ
る 低 炭 素 建 築 物
新 築 等 計 画 の 認
定 の 申 請 に 対 す
る 審 査 の う ち 、
共 同 住 宅 の 共 用
部 分 に 係 る 審 査
（ 以 下 こ の 項 に
お い て 「 共 用 部
分 審 査 」 と い
う ｡)（ ５ ２ の 項
に 係 る も の を 除
く｡) 

床面積の合計が１
０ ,０ ０ ０ 平 方 メ

４４０,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
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ートルを超え２５
,０ ０ ０ 平 方 メ ー
トル以内のもの 

合にあっては、１６３,０
００円） 

 

床面積の合計が２
５ ,０ ０ ０ 平 方 メ
ートルを超えるも
の 

５１２,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、２０４,０
００円） 

床面積の合計が３
００平方メートル
以内のもの 

２５０,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、１１,４０
０円） 

床面積の合計が３
００平方メートル
を 超 え ２ ,０ ０ ０
平方メートル以内
のもの 

３９５,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、２９,１０
０円） 

床面積の合計が２
,０ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え ５ ,０
００平方メートル
以内のもの 

５６０,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、８３,４０
０円） 

床面積の合計が５
,０ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え １ ０ ,
０００平方メート
ル以内のもの 

６８６,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、１３１,０
００円） 

床面積の合計が１
０ ,０ ０ ０ 平 方 メ
ートルを超え２５
,０ ０ ０ 平 方 メ ー
トル以内のもの 

８０７,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、１６５,０
００円） 

都 市 の 低 炭 素 化
の 促 進 に 関 す る
法 律 第 ５ ３ 条 第
１ 項 の 規 定 に よ
る 低 炭 素 建 築 物
新 築 等 計 画 の 認
定 の 申 請 に 対 す
る 審 査 の う ち 、
住 宅 （ 共 同 住 宅
を 含 む ｡)以 外 の
建 築 物 に 係 る 審
査 （ 以 下 こ の 項
に お い て 「 そ の
他 審 査 」 と い
う ｡)（ ５ ２ の 項
に 係 る も の を 除
く｡) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積の合計が２
５ ,０ ０ ０ 平 方 メ
ートルを超えるも
の 

９２１,０００円（低炭素
建築物適合計画である場
合にあっては、２０６,０
００円） 

都市の低炭素化の促進に関する法律
第５３条第１項の規定による低炭素
建築物新築等計画の認定の申請に対
する審査のうち、共同住宅の住戸部
分及び共用部分に係る審査（５２の
項に係るものを除く｡) 

次に掲げる額を合算した
額 

ア  住宅審査に掲げる手
数料の額 

イ  共用部分審査に掲げ
る手数料の額 

都市の低炭素化の促進に関する法律
第５３条第１項の規定による低炭素
建築物新築等計画の認定の申請に対
する審査のうち、住宅（共同住宅の
住戸部分を含む｡)及び住宅（共同住
宅を含む｡)以外の建築物に係る審査
（５２の項に係るものを除く｡) 

次に掲げる額を合算した
額 

ア  住宅審査に掲げる手
数料の額 

イ  その他審査に掲げる
手数料の額 

  

都市の低炭素化の促進に関する法律
第５３条第１項の規定による低炭素
建築物新築等計画の認定の申請に対
する審査のうち、共同住宅の住戸部
分及び共用部分並びに住宅（共同住
宅を含む｡)以外の建築物に係る審査
（５２の項に係るものを除く｡) 

次に掲げる額を合算した
額 

ア  住宅審査に掲げる手
数料の額 

イ  共用部分審査に掲げ
る手数料の額 

ウ  その他審査に掲げる
手数料の額 

52 建築基準関
係規定適合
審査の申出
を併せて行
う低炭素建 

都市の低炭素化の促進に関する法律
第５３条第１項の規定による低炭素
建築物新築等計画の認定の申請であ
って、同法第５４条第２項の規定に
よる当該低炭素建築物新築等計画に

次に掲げる額を合算した
額 

ア  ５１の項に掲げる手
数料の額 

イ  １の項に掲げる手数
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 築物新築等
計画認定申
請手数料 

係る法第６条第１項に規定する建築
基準関係規定に適合するかどうかの
審査の申出を併せて行うものに対す
る審査 

料の額 

ウ  １の項のアに規定す
る １ の ２ の 項 に 掲 げ る
手 数 料 の 額 の 消 費 税 法
の 規 定 に よ る 消 費 税 及
び 地 方 税 法 の 規 定 に よ
る 地 方 消 費 税 に 相 当 す
る額 

 別表第２備考に次の１項を加える。 

 ７ ５１の項及び５２の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める面積について算定する。 

 (1)  建 築 物 を 建 築 す る 場 合 （ 次 号 に 掲 げ る 場 合 及 び 移 転 す る 場 合 を 除

く｡)、修繕若しくは模様替をする場合（次号に掲げる場合を除く｡)又は建

築物の低炭素化のための空気調和設備等の設置若しくは改修をする場合（

次号に掲げる場合を除く｡) 当該建築、修繕若しくは模様替又は空気調和

設備等の設置若しくは改修により認定を受ける建築物の部分の床面積 

  (2) 認定を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築し（移転する場

合を除く｡)、修繕若しくは模様替をし、又は建築物の低炭素化のための空

気調和設備等の設置若しくは改修をする場合 当該建築、修繕若しくは模

様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修により認定を受ける建築物の

部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加す

る部分の床面積） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 94 号 

 

生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の 

制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

 生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年１２月生駒市条例第３２

号）の一部を次のように改正する。 

 第２６条を第２７条とし、第２５条を第２６条とし、第２４条を第２５条とす

る。 

 第２３条中「第２１条」を「第２２条」に改め、同条を第２４条とし、第２０

条から第２２条までを１条ずつ繰り下げ、第１９条の次に次の１条を加える。 

（技術管理者の資格） 

第２０条 法第２１条第３項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとす

る。 

(1) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術士（

化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第２次試験に合格した者に限

る｡) 

(2) 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く｡)で

あって、１年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有す
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るもの 

(3) ２年以上法第２０条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 

(4) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。

次号において同じ｡)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学若

しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、２年以上廃棄物の処理に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(5) 学校教育法による大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する

課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒

業した後、３年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者 

(6) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学

又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目

を修めて卒業した後、４年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 

(7) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学

又はこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目

以外の科目を修めて卒業した後、５年以上廃棄物の処理に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者 

(8) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又

はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、６年以上廃棄物の処理に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者 

(9) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学

に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、７年以上廃棄

物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(10) １０年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する
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者 

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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議案第 95 号 

 

生駒市自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市自動車駐車場条例の一部を改正する条例 

生駒市自動車駐車場条例（平成１９年３月生駒市条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

第１７条を第１８条とし、第１６条の次に次の１条を加える。 

（駐車場の利用に関する標識） 

第１７条 道路法第２４条の３の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなけ

ればならない。 

(1) 駐車料金の額 

(2) 駐車することができる時間 

(3) 駐車料金の徴収方法 

(4) 割増金の徴収に関する注意事項 

(5) その他必要と認められる事項 

２ 前項の標識は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければ

ならない。 

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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議案第 97 号 

 

生駒市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運 

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための 

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 介護予防認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針（第４条） 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護（第５条―第７条） 

第２款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護（第８条―第１０条） 

第３節 運営に関する基準（第１１条―第４０条） 

第４節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第４１条・第

４２条） 
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第３章 介護予防小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針（第４３条） 

第２節 人員に関する基準（第４４条―第４６条） 

第３節 設備に関する基準（第４７条・第４８条） 

第４節 運営に関する基準（第４９条―第６５条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第６６条―第

６９条） 

第４章 介護予防認知症対応型共同生活介護 

第１節 基本方針（第７０条） 

第２節 人員に関する基準（第７１条―第７３条） 

第３節 設備に関する基準（第７４条） 

第４節 運営に関する基準（第７５条―第８６条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第８７条―第

９０条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という｡)第１１５条の１２第２項第１号に基づく指

定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに第１１５条の１４第１項の

基準及び員数並びに同条第２項の指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の設備及び運営に関する基準については、この条例の定めるとこ

ろによる。 

（定義） 
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第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 地域密着型介護予防サービス事業者 法第８条の２第１４項に規定する

地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。 

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サ

ービス それぞれ法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防

サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービスをいう。 

(3) 利用料 法第５４条の２第１項に規定する地域密着型介護予防サービス

費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 

(4) 地域密着型介護予防サービス費用基準額 法第５４条の２第２項第１号

又は第２号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（

その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超え

るときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とす

る｡)をいう。 

(5) 法定代理受領サービス 法第５４条の２第６項の規定により地域密着型

介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型介護予防サービス

事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地

域密着型介護予防サービスをいう。 

(6) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所におい

て常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業

者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則） 

第３条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊

重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

２ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービ
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スの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域

密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者（介護予防サービ

ス事業を行う者をいう。以下同じ｡)その他の保健医療サービス及び福祉サービ

スを提供する者との連携に努めなければならない。 

３ 法第１１５条の１２第２項第１号に規定する条例で定める者は、法人である

者とする。 

第２章 介護予防認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針 

第４条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所

介護（以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という｡)の事業は、その認

知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ｡)である利用者（その

者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ｡)が可能

な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な

日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回

復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければな

らない。 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護 

（従業者の員数） 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等（特

別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５に

規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ｡)、同法第２０条の４に規定す

る養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設又は特定

施設という。以下この項において同じ｡)に併設されていない事業所において行
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われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう｡)の事業を行う者及び併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設されている

事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ｡)の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所」という｡)ごとに置くべき従業者の員数は、

次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護（単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において行われる指定

介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ｡)の提供日ごとに、当該単

独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生

活相談員（専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提

供に当たる者に限る｡)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して

得た数が１以上確保されるために必要と認められる数 

(2) 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という｡)又

は介護職員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごと

に、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当

たる看護職員又は介護職員が１以上及び当該単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員（いずれ

も専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当た

る者に限る｡)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が１以上確

保されるために必要と認められる数 

(3) 機能訓練指導員 １以上 
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２ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第２号の看護職員又

は介護職員を、常時１人以上当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護に従事させなければならない。 

３ 第１項第２号の規定にかかわらず、同号の看護職員又は介護職員は、利用者

の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができるものとす

る。 

４ 前各項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位は、単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護であってその提供が同時に１又

は複数の利用者（当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者（生駒市指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４

年１２月生駒市条例第  号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」とい

う｡)第６１条第１項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業

者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護（

同項第１号に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。以下

同じ｡)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあって

は、当該事業所における単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護又

は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同

じ｡)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員（当該単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上

限をいう。第７条第２項第１号アにおいて同じ｡)を１２人以下とする。 
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５ 第１項第３号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとす

る。 

６ 第１項の生活相談員、看護職員又は介護職員のうち１人以上は、常勤でなけ

ればならない。 

７ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型

指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定地域密着型サービス基準条例第６１条第１項から第６項までに規定

する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第６条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、単独型・

併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし、単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷

地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切

な単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な

知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了して

いるものでなければならない。 

（設備及び備品等） 
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第７条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機

能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合

計した面積は、３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするこ

と。 

イ アにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供

に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支

障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができ

る。 

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮され

ていること。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対す

る単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合

は、この限りでない。 

４ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型

指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定地域密着型サービス基準条例第６３条第１項から第３項までに規定

する設備に関する基準を満たすことをもって、前３項に規定する基準を満たし
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ているものとみなすことができる。 

第２款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護 

（従業者の員数） 

第８条 指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着型サービス基準条

例第１１０条第１項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。

以下同じ｡)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所（第７１条

第１項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条

において同じ｡)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設（指定地域密

着型サービス基準条例第１２９条第１項に規定する指定地域密着型特定施設を

いう。次条及び第４４条第６項第２号において同じ｡)若しくは指定地域密着型

介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例第１５０条第１項に規定

する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条及び第４４条第６項第３号

において同じ｡)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設

の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護

（以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という｡)の事業を行う者

（以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という｡)が当該事

業を行う事業所（以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」と

いう｡)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の

数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者（当該共用型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業

者（指定地域密着型サービス基準条例第６４条第１項に規定する共用型指定認

知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、かつ、共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所

介護（同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ｡)の

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該
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事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知

症対応型通所介護の利用者。次条において同じ｡)の数を合計した数について、

第７１条又は指定地域密着型サービス基準条例第１１０条、第１３０条若しく

は第１５１条の規定を満たすために必要な数以上とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型

通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準

条例第６４条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をい

う｡)は、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉

施設ごとに１日当たり３人以下とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス（法

第４１条第１項に規定する指定居宅サービスをいう｡)、指定地域密着型サービ

ス（法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービスをいう｡)、指定

居宅介護支援（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう｡)、指定

介護予防サービス（法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスをい

う｡)、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援（法第５８

条第１項に規定する指定介護予防支援をいう｡)の事業又は介護保険施設（法第

８条第２４項に規定する介護保険施設をいう｡)若しくは指定介護療養型医療施
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設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１

３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６

条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医

療施設をいう。第４４条第６項第４号において同じ｡)の運営（第４４条第７項

において「指定居宅サービス事業等」という｡)について３年以上の経験を有す

る者でなければならない。 

（管理者） 

第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者

を置かなければならない。ただし、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、適切な共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有

する者であって、第６条第２項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了し

ているものでなければならない。 

第３節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第１１条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者をいう。以下同じ｡)は、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の

開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第２７条に規定す

る運営規程の概要、介護予防認知症対応型通所介護従業者（第５条第１項又は

第８条第１項の従業者をいう。以下同じ｡)の勤務の体制その他の利用申込者の
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サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を

行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用申込者又はその家族から

の申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定

めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記

すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」と

いう｡)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利

用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線

を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録する方法 

イ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を

通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家

族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録す

る方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を

する場合にあっては、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一

定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに

前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力す
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ることにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防認知症対応型通所

介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第２項の規定により第１項に

規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又

はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、

文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による

提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対

し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合

は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第１２条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、正当な理由なく指定介

護予防認知症対応型通所介護の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１３条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同

じ｡)の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する
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地域をいう。以下同じ｡)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予

防認知症対応型通所介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利

用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければな

らない。 

（受給資格等の確認） 

第１４条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によっ

て、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるも

のとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の被保険者証に、法第１

１５条の１３第２項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当

該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防認知症対応型通所介護を提供する

ように努めなければならない。 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第１５条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者につ

いては、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行わ

れていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ

れるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援（これに相当す

るサービスを含む｡)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と

認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている

要支援認定の有効期間が終了する日の３０日前にはなされるよう、必要な援助

を行わなければならない。 
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（心身の状況等の把握） 

第１６条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催す

るサービス担当者会議（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第３７号。以下「指定介護予防支援等基準」という｡)第

３０条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下この章において同

じ｡)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療

サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（介護予防支援事業者等との連携） 

第１７条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型通所介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サ

ービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行

うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

ならない。 

（地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助） 

第１８条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法施行規則（平成１

１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という｡)第８５条の２各号のいずれ

にも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービ

ス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等
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により、地域密着型介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明

すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の地域密着

型介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならな

い。 

（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第１９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防サービス計画

（施行規則第８５条の２第１号ハに規定する計画を含む。以下同じ｡)が作成さ

れている場合は、当該計画に沿った指定介護予防認知症対応型通所介護を提供

しなければならない。 

（介護予防サービス計画等の変更の援助） 

第２０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者が介護予防サー

ビス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への

連絡その他の必要な援助を行わなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第２１条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型通所介護を提供した際には、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提

供日及び内容、当該指定介護予防認知症対応型通所介護について法第５４条の

２第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護予防サー

ビス費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書

面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通

所介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとと

もに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法によ

り、その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

（利用料等の受領） 
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第２２条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービス

に該当する指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には、その利用者

から利用料の一部として、当該指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域

密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の

支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当

しない指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者から支払

を受ける利用料の額と、指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型

介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほ

か、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者

に対して行う送迎に要する費用 

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定介護

予防認知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必

要となる費用の範囲内において、通常の指定介護予防認知症対応型通所介護

に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額を超える費用 

(3) 食事の提供に要する費用 

(4) おむつ代 

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに

係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによ
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るものとする。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第３項の費用の額に係るサー

ビスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サー

ビスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならな

い。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第２３条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、法定代理受領サービス

に該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用料の支払を受けた

場合は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護の内容、費用の額その他

必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付し

なければならない。 

（利用者に関する市への通知） 

第２４条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型通所介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅

滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に関する指

示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき

又は要介護状態になったと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたと

き。 

（緊急時等の対応） 

第２５条 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、現に指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その

他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じな

ければならない。 
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（管理者の責務） 

第２６条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者（第６条又は第１

０条の管理者をいう。以下この条及び第４２条において同じ｡)は、指定介護予

防認知症対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防認知症対応型

通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一

元的に行うものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、当該指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指

揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第２７条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関す

る規程（以下この章において「運営規程」という｡)を定めておかなければなら

ない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員（第５条第２項又は第９

条第１項の利用定員をいう。第２９条において同じ｡) 

(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) その他運営に関する重要事項 

-76-



 

（勤務体制の確保等） 

第２８条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指

定介護予防認知症対応型通所介護を提供できるよう、指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所ごとに、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者

によって指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただ

し、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介

護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第２９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用定員を超えて指定

介護予防認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その

他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第３０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、非常災害に関する具体

的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それら

を定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練

を行わなければならない。 

（衛生管理等） 

第３１条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者の使用する施

設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又

は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措
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置を講ずるよう努めなければならない。 

（掲示） 

第３２条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防認知症対応

型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第３３条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者は、正当な理由が

なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、当該指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じな

ければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、サービス担当者会議等におい

て、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情

報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければ

ならない。 

（広告） 

第３４条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は

誇大なものとしてはならない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第３５条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防支援事業者又

はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させること

の対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 
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（苦情処理） 

第３６条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防

認知症対応型通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に

対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講

じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合

には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症

対応型通所介護に関し、法第２３条の規定により市が行う文書その他の物件の

提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利

用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助

言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、市からの求めがあった場合に

は、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、提供した指定介護予防認知症

対応型通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国

民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健

康保険団体連合会をいう。以下同じ｡)が行う法第１７６条第１項第３号の調査

に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受け

た場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。 

６ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、国民健康保険団体連合会から

の求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告

しなければならない。 
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（事故発生時の対応） 

第３７条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介

護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利

用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に

際して採った処置について記録しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防

認知症対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第３８条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防認知症対応

型通所介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

（地域との連携等） 

第３９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当た

っては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流を図らなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情に

関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事

業に協力するよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第４０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及

び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 
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２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防

認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備しておかなければ

ならない。 

(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画 

(2) 第２１条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第２４条に規定する市への通知に係る記録 

(4) 第３６条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、次の各号に掲げる記録の区分

に応じ、その記録を当該各号に定める期間保存しなければならない。 

 (1) 法第５４条の２第１項に規定する地域密着型介護予防サービス費又は法

第５４条の３第１項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額の算

定の基礎となる記録であって、市長が別に定めるもの 指定介護予防認知症

対応型通所介護を提供した日から５年間 

 (2) 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結

の日から２年間 

第４節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針） 

第４１条 指定介護予防認知症対応型通所介護は、利用者の介護予防に資するよ

う、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、自らその提供する指定介護予

防認知症対応型通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければなら

ない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通
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所介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した

日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを

常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者がその有する能力を最

大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることと

し、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよ

う配慮しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその

他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけ

に努めなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） 

第４２条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第４条に規定する基本

方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるもの

とする。 

(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、主治の医師又

は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法に

より、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般

の状況の的確な把握を行うものとする。 

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、前号に規定する

利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定介護予防認知症対応

型通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サ

ービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を

作成するものとする。 

(3) 介護予防認知症対応型通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作
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成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症

対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその

家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、介護予防認知症

対応型通所介護計画を作成した際には、当該介護予防認知症対応型通所介護

計画を利用者に交付しなければならない。 

(6) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者が住み

慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域

活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うも

のとする。 

(7) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者一人ひ

とりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ること

ができるよう配慮して行うものとする。 

(8) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護予防認知

症対応型通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を

行うものとする。 

(9) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行

うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につい

て、理解しやすいように説明を行うものとする。 

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進

歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。 

(11) 介護予防認知症対応型通所介護従業者は、介護予防認知症対応型通所介

護計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型通

所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なく
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とも１回は、当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握（以

下この条において「モニタリング」という｡)を行うものとする。 

(12) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの

結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画

を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 

(13) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、モニタリングの

結果を踏まえ、必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行

うものとする。 

(14) 第１号から第１２号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応

型通所介護計画の変更について準用する。 

第３章 介護予防小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針 

第４３条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型

居宅介護（以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という｡)の事業は、

その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若

しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流

の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介

護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機

能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもので

なければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第４４条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以

下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という｡)ごとに置くべき指
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定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者」という｡)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外

の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス（登録

者（指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同

じ｡)を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護予防小

規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ｡)の提供に当たる者を

その利用者（当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多

機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第８２条第１項に規

定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ｡)

の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指

定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第８１条に規定

する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ｡)の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所

における指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定小規模多機能型居宅介

護の利用者。以下この節及び次節において同じ｡)の数が３又はその端数を増す

ごとに１以上及び訪問サービス（介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が登

録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う介護予防小規模多機能型居宅介護

（第７項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小

規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る
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他の同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む｡)を

いう。以下この章において同じ｡)の提供に当たる者を１以上とし、夜間及び深

夜の時間帯を通じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務（夜間及

び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く｡)をいう。第５項において同

じ｡)に当たる者を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以

上とする。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。 

３ 第１項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は、常勤

でなければならない。 

４ 第１項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は、看護

師又は准看護師でなければならない。 

５ 宿泊サービス（登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊

させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護（第７項に規定する本体事業

所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事

業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登

録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護

を含む｡)をいう。以下この章において同じ｡)の利用者がいない場合であって、

夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために

必要な連絡体制を整備しているときは、第１項の規定にかかわらず、夜間及び

深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 
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６ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる

施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満

たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施

設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事するこ

とができる。 

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

(2) 指定地域密着型特定施設 

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設 

(4) 指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条

第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る｡) 

７ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅

サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経

験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定複合型サービ

ス事業者（指定地域密着型サービス基準条例第１９１条第１項に規定する指定

複合型サービス事業者をいう｡)により設置される当該指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指

定複合型サービス事業所（同項に規定する指定複合型サービス事業所をいう｡)

であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予

防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下「本体事業所」

という｡)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ｡)に置くべき

訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者について

は、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、１人以上
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とすることができる。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿

直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は複合型サービス従業

者（指定地域密着型サービス基準条例第１９１条第１項に規定する複合型サー

ビス従業者をいう｡)により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深

夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を

置かないことができる。 

９ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇

が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことが

できる。 

10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る指定介護予防

サービス等（法第８条の２第１８項に規定する指定介護予防サービス等をい

う。以下同じ｡)の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の

作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介

護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所に併設する第６項各号に掲げる施設等の職務に従事することがで

きる。 

11 前項の介護支援専門員は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者

でなければならない。 

12 第１０項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト
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型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して指定介護予防

サービス等の利用に係る計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員

に代えて、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の

別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者（第６７条において「研修修

了者」という｡)を置くことができる。 

13 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事

業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第８２条第１

項から第１２項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各

項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第４５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かな

ければならない。ただし、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の

職務に従事し、又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設す

る前条第６項各号に掲げる施設等の職務若しくは同一敷地内の指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第６条第１

項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同

じ｡)の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第

６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。

以下同じ｡)が、指定夜間対応型訪問介護事業者（指定地域密着型サービス基準

条例第４７条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。以下同
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じ｡)、指定訪問介護事業者（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基

準」という｡)第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ｡)

又は指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準第６０条第１項に規定する

指定訪問看護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、一体的な運営を

行っている場合には、これらの事業に係る職務を含む｡)に従事することができ

るものとする。 

２ 前項本文及び指定地域密着型サービス基準条例第１９２条第１項の規定にか

かわらず、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場

合は、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、

本体事業所の管理者をもって充てることができるものとする。 

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター（老人

福祉法第２０条の２の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同

じ｡)、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型

サービス事業所、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は

訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をい

う。次条、第７２条第２項及び第７３条において同じ｡)として３年以上認知症

である者の介護に従事した経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定め

る研修を修了しているものでなければならない。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は、特別養護老

人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型

共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介

護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経
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営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了

しているものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（登録定員及び利用定員） 

第４７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、その登録定員（登録

者の数（当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能

型居宅介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合にあっては、登録者の数及び指定地域密着型サー

ビス基準条例第８２条第１項に規定する登録者の数の合計数）の上限をいう。

以下この章において同じ｡)を２５人（サテライト型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては、１８人）以下とする。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、次に掲げる範囲内におい

て、通いサービス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所におけるサービスごとの１日当たりの利用者の数の上限を

いう。以下この章において同じ｡)を定めるものとする。 

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人（サテライト型指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、１２人）まで 

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３分の１から９人（サテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、６人）まで 

（設備及び備品等） 

第４８条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、

宿泊室、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定介護

予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければな

らない。 
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２ 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

(1) 居間及び食堂 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを

有すること。 

(2) 宿泊室 

ア １の宿泊室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認め

られる場合は、２人とすることができるものとする。 

イ １の宿泊室の床面積は、７．４３平方メートル以上としなければならな

い。 

ウ ア及びイを満たす宿泊室（以下「個室」という｡)以外の宿泊室を設ける

場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね７．４３平

方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じ

て得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保

されたものでなければならない。 

エ プライバシーが確保された居間については、ウの個室以外の宿泊室の面

積に含めることができる。 

３ 第１項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事

業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予

防小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。 

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は、利用者の家族との交流の機

会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利

用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなけれ

ばならない。 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事

業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運
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営されている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第８６条第１

項から第４項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（心身の状況等の把握） 

第４９条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護支援専門員（第４４条第１２項の

規定により、介護支援専門員を配置していないサテライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。以下こ

の条及び第６７条において同じ｡)が開催するサービス担当者会議（介護支援専

門員が指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成のために指定介護予防

サービス等の利用に係る計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担

当者を招集して行う会議をいう｡)等を通じて、利用者の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に

努めなければならない。 

（介護予防サービス事業者等との連携） 

第５０条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護を提供するに当たっては、介護予防サービス事業者その他保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

ならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護を提供するに当たっては、利用者の健康管理を適切に行うため、主

治の医師との密接な連携に努めなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導
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を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及

び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけ

ればならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第５１条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書

類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、こ

れを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第５２条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当する指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際には、その利

用者から利用料の一部として、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係

る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して

得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、法定代理受領サービスに該

当しない指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から

支払を受ける利用料の額と、指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域

密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないように

しなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前２項の支払を受ける額の

ほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者

に対して行う送迎に要する費用 

(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪
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問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額 

(3) 食事の提供に要する費用 

(4) 宿泊に要する費用 

(5) おむつ代 

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提

供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるもの

に係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号及び第４号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定める

ところによるものとする。 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、第３項の費用の額に係るサ

ービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サ

ービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならな

い。 

（身体的拘束等の禁止） 

第５３条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者

の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という｡)を行ってはならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

第５４条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市（法第５４

条の２第９項において準用する法第４１条第１０項の規定により法第５４条の

２第８項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に
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委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対し、指定介

護予防サービス等の利用に係る計画において位置付けられている指定介護予防

サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を

記載した文書を提出しなければならない。 

（利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付） 

第５５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者から

の申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の指定介護予防サービス等

の利用に係る計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第５６条 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、現に指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な

措置を講じなければならない。 

（運営規程） 

第５７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及

び宿泊サービスの利用定員 

(5) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の
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額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第５８条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録定員並びに通い

サービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供を行ってはならない。ただし、通いサービス及び宿泊サービスの

利用は、利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は、一時的に

その利用定員を超えることはやむを得ないものとする。なお、災害その他のや

むを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第５９条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具

体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それ

らを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓

練を行わなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施

に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

（協力医療機関等） 

第６０条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携

を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療

機関を定めておかねばならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療
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機関を定めておくよう努めなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確

保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

（調査への協力等） 

第６１条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、提供した指定介護予

防小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切な

指定介護予防小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するため

に市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合におい

ては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

（地域との連携等） 

第６２条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代

表者、市の職員又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が所在する区

域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの職

員、介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成さ

れる協議会（以下この項において「運営推進会議」という｡)を設置し、おおむ

ね２月に１回以上、運営推進会議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供

回数等の活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営

推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の報告、評価、要望、

助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならな

い。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交

-98-



 

流を図らなければならない。 

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、提供した指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関する利用者からの苦情

に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する

事業に協力するよう努めなければならない。 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定

介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する場合には、当該建物に居住する利

用者以外の者に対しても指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行うよ

う努めなければならない。 

（居住機能を担う併設施設等への入居） 

第６３条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、可能な限り、利用者

がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、利用

者が第４４条第６項各号に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合

は、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう、必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

（記録の整備） 

第６４条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、従業者、設備、備品

及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定介護予

防小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備しておかなけ

ればならない。 

(1) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画 

(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画 

(3) 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的なサー
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ビスの内容等の記録 

(4) 第５３条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(5) 次条において準用する第２４条に規定する市への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第３６条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に

際して採った処置についての記録 

(8) 第６２条第２項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、次の各号に掲げる記録の区

分に応じ、その記録を当該各号に定める期間保存しなければならない。 

 (1) 法第５４条の２第１項に規定する地域密着型介護予防サービス費又は法

第５４条の３第１項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額の算

定の基礎となる記録であって、市長が別に定めるもの 指定介護予防小規模

多機能型居宅介護を提供した日から５年間 

 (2) 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結

の日から２年間 

（準用） 

第６５条 第１１条から第１５条まで、第２１条、第２３条、第２４条、第２６

条、第２８条及び第３１条から第３８条までの規定は、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第１１条第１項

中「第２７条に規定する運営規程」とあるのは「第５７条に規定する重要事項

に関する規程」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介

護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と、第２６条第２項中「この節」とあ

るのは「第３章第４節」と、第２８条第３項及び第３２条中「介護予防認知症

対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業
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者」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針） 

第６６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護は、利用者の介護予防に資する

よう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、自らその提供する指定介護

予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者に

よる評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければなら

ない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立

した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであるこ

とを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者がその有する能力を

最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることと

し、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよ

う配慮しなければならない。 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ること

その他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働き

かけに努めなければならない。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） 

第６７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は、第４３条に規定する

基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによる

ものとする。 

-101-



 

(1) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、主治の医師

又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心身

の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握

を行うものとする。 

(2) 介護支援専門員は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希

望を踏まえて、指定介護予防支援等基準第３０条各号に掲げる具体的取組方

針及び指定介護予防支援等基準第３１条各号に掲げる留意点に沿って、指定

介護予防サービス等の利用に係る計画を作成するものとする。 

(3) 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所の研修修了者（以下この条において「介護支援専門員等」という｡)

は、第１号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、他

の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内

容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防小規模多機能型居宅介

護計画を作成するともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望

等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組

み合わせた介護を行わなくてはならない。 

(4) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当

たっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様

な活動の確保に努めなければならない。 

(5) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当

たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の

同意を得なければならない。 

(6) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した

際には、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなけれ
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ばならない。 

(7) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者が住

み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地

域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に

組み合わせることにより、妥当適切に行うものとする。 

(8) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者一人

ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下

で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

(9) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、介護予防小

規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支

援を行うものとする。 

(10) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に

行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につ

いて、理解しやすいように説明を行うものとする。 

(11) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、通いサービ

スの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはなら

ない。 

(12) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービス

を利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連

絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切な

サービスを提供しなければならない。 

(13) 介護支援専門員等は、介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサ

ービスの提供の開始時から、当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記

載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当
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該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握（以下この条にお

いて「モニタリング」という｡)を行うとともに、利用者の様態の変化等の把

握を行うものとする。 

(14) 介護支援専門員等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護

予防小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。 

(15) 第１号から第１３号までの規定は、前号に規定する介護予防小規模多機

能型居宅介護計画の変更について準用する。 

（介護等） 

第６８条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、その利用者に対して、利用

者の負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の

家事等は、可能な限り利用者と介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が共同

で行うよう努めるものとする。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第６９条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会

の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めな

ければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む上

で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが

困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携

を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなけれ
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ばならない。 

第４章 介護予防認知症対応型共同生活介護 

第１節 基本方針 

第７０条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共

同生活介護（以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という｡)の事業

は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居（法第８条の２第１７

項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ｡)において、家庭的な

環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活

上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図

り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならな

い。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第７１条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者（以下「指定

介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所

（以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という｡)ごとに置く

べき指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者（以下「介

護従業者」という｡)の員数は、当該事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜

間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の

提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者（当

該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活

介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第１１０条第１項に規定する指

定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ｡)の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同

生活介護（指定地域密着型サービス基準条例第１０９条に規定する指定認知症
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対応型共同生活介護をいう。以下同じ｡)の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防認知症

対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条

及び第７４条において同じ｡)の数が３又はその端数を増すごとに１以上とする

ほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤

務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く｡)をいう｡)を行わ

せるために必要な数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数による。 

３ 第１項の介護従業者のうち１以上の者は、常勤でなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅

介護事業所が併設されている場合において、前各項に定める員数を満たす介護

従業者を置くほか、指定地域密着型サービス基準条例第８２条に定める指定小

規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅

介護従業者を置いているときは、当該介護従業者は、当該小規模多機能型居宅

介護事業所の職務に従事することができる。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、保

健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験

を有する者であって介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させ

るのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としな

ければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住

居における他の職務に従事することができるものとする。 

６ 前項の計画作成担当者は、別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者

でなければならない。 

７ 第５項の計画作成担当者のうち１以上の者は、介護支援専門員をもって充て
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なければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介

護支援専門員との連携を図ることにより当該指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の

処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。 

８ 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務

を監督するものとする。 

９ 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員

や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係

る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることがで

きるものとする。 

10 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活

介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介

護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第１

１０条第１項から第１０項までに規定する人員に関する基準を満たすことをも

って、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共

同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多

機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。 

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を

提供するために必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホーム、老人デイサ

ービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等
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の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認知症である者の介護に従事した

経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの

でなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） 

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は、特別養護

老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、指定認知症対応

型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認知症である

者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービ

スの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって、別に厚生労働

大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

第７４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、共同生活住居を有

するものとし、その数は１又は２とする。 

２ 共同生活住居は、その入居定員（当該共同生活住居において同時に指定介護

予防認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限

をいう。第８２条において同じ｡)を５人以上９人以下とし、居室、居間、食

堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者

が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。 

３ １の居室の定員は、１人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる

場合は、２人とすることができるものとする。 

４ １の居室の床面積は、７．４３平方メートル以上としなければならない。 

５ 居間及び食堂は、同一の場所とすることができる。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は、利用者の家族との交流の

機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に

利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなけ
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ればならない。 

７ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活

介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介

護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定地域密着型サービス基準条例第１

１３条第１項から第６項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（入退居） 

第７５条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、要支援者であって認知症

であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供す

るものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際し

ては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であるこ

との確認をしなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者が入院治療を

要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが

困難であると認めた場合は、適切な他の指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければ

ならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居申込者の入居に際し

ては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居の際には、

利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性

に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。 
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６  指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の退居に際して

は、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、介護予防支援事

業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第７６条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居に際しては入

居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年

月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応

型共同生活介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録

しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第７７条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サー

ビスに該当する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には、そ

の利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介

護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を

控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、法定代理受領サービスに

該当しない指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者

から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係

る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額

のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 
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(1) 食材料費 

(2) 理美容代 

(3) おむつ代 

(4) 前３号に掲げるもののほか、指定介護予防認知症対応型共同生活介護に

おいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係

る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の費用の額に係るサ

ービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サ

ービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならな

い。 

（身体的拘束等の禁止） 

第７８条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ

てはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等を行う場合

には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由を記録しなければならない。 

（管理者による管理） 

第７９条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービス、

指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防

サービスの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者で

あってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること

等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限りでない。 

（運営規程） 
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第８０条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけ

ればならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容 

(3) 利用定員 

(4) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用

の額 

(5) 入居に当たっての留意事項 

(6) 非常災害対策 

(7) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第８１条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適

切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤務

の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日

常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しな

ければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上

のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第８２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、入居定員及び居室

の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事

情がある場合は、この限りでない。 

（協力医療機関等） 
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第８３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急

変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医

療機関を定めておくよう努めなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確

保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第８４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業

者又はその従業者に対し、要支援被保険者に対して当該共同生活住居を紹介す

ることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、介護予防支援事業者又は

その従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（記録の整備） 

第８５条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備

品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定介護

予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備しておか

なければならない。 

(1) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画 

(2) 第７６条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第７８条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 
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(4) 次条において準用する第２４条に規定する市への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３６条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に

際して採った処置についての記録 

 (7) 次条において準用する第６２条第２項に規定する報告、評価、要望、助

言等の記録 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、次の各号に掲げる記録の

区分に応じ、その記録を当該各号に定める期間保存しなければならない。 

 (1) 法第５４条の２第１項に規定する地域密着型介護予防サービス費又は法

第５４条の３第１項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額の算

定の基礎となる記録であって、市長が別に定めるもの 指定介護予防認知症

対応型共同生活介護を提供した日から５年間 

 (2) 前項各号に掲げる記録のうち、前号に掲げるもの以外のもの その完結

の日から２年間 

（準用） 

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第１５条、第２３条、第２４条、第

２６条、第３１条から第３４条まで、第３６条から第３８条まで、第５６条、

第５９条、第６１条及び第６２条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生

活介護の事業について準用する。この場合において、第１１条第１項中「第２

７条に規定する運営規程」とあるのは「第８０条に規定する重要事項に関する

規程」と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業

者」と、第２６条第２項中「この節」とあるのは「第４章第４節」と、第３２

条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、

第５６条及び第５９条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と、同条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」
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とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と、第６２条第

１項中「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるの

は「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「通い

サービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」

と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針） 

第８７条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は、利用者の介護予防に資す

るよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、自らその提供する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定期的に外部の

者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければ

ならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで

自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであ

ることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者がその有する能力

を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めること

とし、利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わない

よう配慮しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図る

ことその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な

働きかけに努めなければならない。 
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（指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針） 

第８８条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の方針は、第７０条に規定す

る基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによ

るものとする。 

(1) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、主治の医

師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により、利用者の心

身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把

握を行うものとする。 

(2) 計画作成担当者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希

望を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サー

ビスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型共同生活介護計画

を作成するものとする。 

(3) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当

たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等に

より、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。 

(4) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当

たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の

同意を得なければならない。 

(5) 計画作成担当者は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した

際には、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなけ

ればならない。 

(6) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者一

人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の

下で日常生活を送ることができるよう配慮して行わなければならない。 
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(7) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、介護予防

認知症対応型共同生活介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要

な支援を行わなければならない。 

(8) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、懇切丁寧

に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等に

ついて、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

(9) 計画作成担当者は、他の介護従業者及び利用者が介護予防認知症対応型

共同生活介護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者と

の連絡を継続的に行うことにより、介護予防認知症対応型共同生活介護計画

に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防認知症対応型共同生活

介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくと

も１回は、当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握（

以下この条において「モニタリング」という｡)を行うとともに、利用者の様

態の変化等の把握を行うものとする。 

(10) 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予

防認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。 

(11) 第１号から第９号までの規定は、前号に規定する介護予防認知症対応型

共同生活介護計画の変更について準用する。 

（介護等） 

第８９条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活

の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用者に対して、利

用者の負担により、当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護

を受けさせてはならない。 

３ 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行
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うよう努めるものとする。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第９０条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は

嗜
し

好に応じた活動の支援に努めなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が日常生活を営む

上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うこと

が困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族との連

携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなけ

ればならない。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成１８年政令第１５４号

）附則第５条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者とみ

なされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であ

って、平成１８年４月１日に２を超える共同生活住居を有しているものは、当

分の間、第７４条第１項の規定にかかわらず、当該共同生活住居を有すること

ができる。 

-118-



  

議案第 98 号 

 

生駒市市道の構造の技術的基準等を定める条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市市道の構造の技術的基準等を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律第１８０号。以下「法」という｡)

第３０条第３項及び第４５条第３項の規定に基づき、市道を新設し、又は改築

する場合における市道の構造の技術的基準等を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び道路構造令（昭和４５年政令

第３２０号。以下「令」という｡)において使用する用語の例による。 

（道路の区分） 

第３条 道路の区分は、令第３条の定めるところによる。 

（車線等） 

第４条 車道（副道、停車帯その他規則で定める部分を除く｡)は、車線により構

成されるものとする。ただし、第３種第５級又は第４種第４級の道路にあって

は、この限りでない。 

２ 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通

量が次の表の設計基準交通量（自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ｡)の
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欄に掲げる値以下である道路の車線（付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び

変速車線を除く。次項において同じ｡)の数は、２とする。 

区 分 地 形 設計基準交通量(単位：１日につき台) 

第２級 平地部 ９，０００

平地部 ８，０００
第３級 

山地部 ６，０００

平地部 ８，０００

第３種 

第４級 
山地部 ６，０００

第１級  １２，０００

第２級  １０，０００第４種 

第３級  ９，０００

備考 交差点の多い第４種の道路については、この表の設計基準交通量に０

．８を乗じた値を設計基準交通量とする。 

３ 前項に規定する道路以外の道路（第３種第５級及び第４種第４級の道路を除

く｡)の車線の数は４以上（交通の状況により必要がある場合を除き、２の倍数

）とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応

じ、次の表に掲げる１車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交

通量の割合によって定めるものとする。 

区 分 地 形 
１車線当たりの設計基準交通量(単位：１日

につき台) 

第２級 平地部 ９，０００

平地部 ８，０００
第３級 

山地部 ６，０００
第３種 

第４級 山地部 ５，０００

第１級  １２，０００

第２級  １０，０００第４種 

第３級  １０，０００

備考 交差点の多い第４種の道路については、この表の１車線当たりの設計

基準交通量に０．６を乗じた値を１車線当たりの設計基準交通量とする。 
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４ 車線（登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ｡)

の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするもの

とする。ただし、第３種第２級又は第４種第１級の普通道路にあっては、交通

の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に０．２５メートル

を加えた値とすることができる。 

区 分 車線の幅員(単位：メートル) 

普通道路 ３．２５ 
第２級 

小型道路 ２．７５ 

普通道路 ３ 
第３級 

小型道路 ２．７５ 

第３種 

第４級 ２．７５ 

普通道路 ３．２５ 
第１級 

小型道路 ２．７５ 

普通道路 ３ 
第４種 

第２級及

び第３級 小型道路 ２．７５ 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道路の車道の幅員は、４メートルとす

るものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第３３条の規定によ

り車道に狭窄
さく

部を設ける場合においては、３メートルとすることができる。 

（車線の分離等） 

第５条 車線の数が４以上である第３種又は第４種の道路（対向車線を設けない

道路を除く。以下この条において同じ｡)の車線は、安全かつ円滑な交通を確保

するため必要がある場合においては、往復の方向別に分離するものとする。 

２ 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるもの

とする。 

３ 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄

に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ１００メートル以上のトンネ
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ル、長さ５０メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄

に掲げる値まで縮小することができる。 

区 分 中央帯の幅員(単位:メートル) 

第２級 

第３級 第３種 

第４級 

１．７５ １

第１級 

第２級 第４種 

第３級 

１

４ 中央帯には、側帯を設けるものとする。 

５ 前項の側帯の幅員は、０．２５メートルとするものとする。 

６ 中央帯のうち側帯以外の部分（以下「分離帯」という｡)には、柵その他これ

に類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。 

７ 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、令第１２

条の建築限界を勘案して定めるものとする。 

（副道） 

第６条 車線（登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く｡)の数が４以上である第

３種又は第４種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。 

２ 副道の幅員は、４メートルを標準とするものとする。 

（路肩） 

第７条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯

又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。 

２ 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側

に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付

加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ５０メートル以上
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の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる

値まで縮小することができる。 

区 分 
車道の左側に設ける路肩の幅員(単位:

メートル) 

普通道路 ０．７５ ０．５第２級から 

第４級まで 小型道路 ０．５   第３種 

第５級 ０．５   

第４種 ０．５   

３ 車道の右側に設ける路肩の幅員は、０．５メートル以上とするものとする。 

４ 第３種（第５級を除く｡)の普通道路のトンネルの車道に接続する路肩の幅員

は、０．５メートルまで縮小することができる。 

５ 副道に接続する路肩の幅員は、第２項の規定にかかわらず、０．５メートル

とするものとする。 

６ 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構

造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道

に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。 

７ 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車

道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。 

８ 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員に

ついては、第２項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第３項の車道

の右側に設ける路肩の幅員の値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えて

これらの規定を適用するものとする。 

（停車帯） 

第８条 第４種（第４級を除く｡)の道路には、自動車の停車により車両の安全か

つ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道
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の左端寄りに停車帯を設けるものとする。 

２ 停車帯の幅員は、２．５メートルとするものとする。ただし、自動車の交通

量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合において

は、１．５メートルまで縮小することができる。 

（自転車道） 

第９条 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種の道路には、自転車

道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路又は自動車及び歩行者の

交通量が多い第３種若しくは第４種の道路（前項に規定する道路を除く｡)に

は、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場

合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状

況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 自転車道の幅員は、２メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、１．５メートルまで

縮小することができる。 

４ 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、令第

１２条の建築限界を勘案して定めるものとする。 

５ 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものと

する。 

（自転車歩行者道） 

第１０条 自動車の交通量が多い第３種又は第４種の道路（自転車道を設ける道

路を除く｡)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限り

でない。 
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２ 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては４メートル

以上、その他の道路にあっては３メートル以上とするものとする。 

３ 横断歩道橋若しくは地下横断歩道（以下「横断歩道橋等」という｡)又は路上

施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横

断歩道橋等を設ける場合にあっては３メートル、ベンチの上屋を設ける場合に

あっては２メートル、並木を設ける場合にあっては１．５メートル、ベンチを

設ける場合にあっては１メートル、その他の場合にあっては０．５メートルを

加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第３種第５級又は第４種第

４級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合においては、この限りでない。 

４ 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮

して定めるものとする。 

（歩道） 

第１１条 第４種（第４級を除く｡)の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除

く｡)、歩行者の交通量が多い第３種（第５級を除く｡)の道路（自転車歩行者道

を設ける道路を除く｡)又は自転車道を設ける第３種若しくは第４種第４級の道

路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 第３種又は第４種第４級の道路（自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規

定する道路を除く｡)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合

においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては３．５メートル以上、

その他の道路にあっては２メートル以上とするものとする。ただし、歩行者の

交通量が少ない区間において、柵の設置等歩行者の安全のために必要な措置を
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講ずる場合においては、この限りでない。 

４ 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する

幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては３メートル、ベンチの上屋を

設ける場合にあっては２メートル、並木を設ける場合にあっては１．５メート

ル、ベンチを設ける場合にあっては１メートル、その他の場合にあっては０．

５メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第３種第５級

又は第４種第４級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、この限りでない。 

５ 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとす

る。 

（歩行者の滞留の用に供する部分） 

第１２条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に

は、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転

車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合におい

ては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。 

（植樹帯） 

第１３条 第４種第１級及び第２級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その

他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 植樹帯の幅員は、１．５メートルを標準とするものとする。 

３ 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の

状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道におけ

る良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必

要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、

同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。 
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(1) 都市中心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間 

(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通

過する幹線道路の区間 

４ 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の

配置等を適切に行うものとする。 

 （設計速度） 

第１４条 道路（副道を除く｡)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計

速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とす

ることができる。 

区 分 設計速度(単位:１時間につきキロメートル) 

第２級 ６０ ５０又は４０ 

第３級 ６０、５０又は４０ ３０ 

第４級 ５０、４０又は３０ ２０ 
第３種 

第５級 ４０、３０又は２０  

第１級 ６０ ５０又は４０ 

第２級 ６０、５０又は４０ ３０ 

第３級 ５０、４０又は３０ ２０ 
第４種 

第４級 ４０、３０又は２０  

２ 副道の設計速度は、１時間につき、４０キロメートル、３０キロメートル又

は２０キロメートルとする。 

（車道の屈曲部） 

第１５条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間（車両

の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。

以下同じ｡)又は第３３条の規定により設けられる屈曲部については、この限り

でない。 

（曲線半径） 
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第１６条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分（以下「車道の曲線部」と

いう｡)の中心線の曲線半径（以下「曲線半径」という｡)は、当該道路の設計速

度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。た

だし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同

表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

設計速度(単位：１時間につき

キロメートル) 
曲線半径(単位：メートル) 

６０ １５０ １２０ 

５０ １００ ８０ 

４０ ６０ ５０ 

３０ ３０  

２０ １５  

（曲線部の片勾配） 

第１７条 車道、中央帯（分離帯を除く｡)及び車道に接続する路肩の曲線部に

は、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分に応じ、かつ、当該

道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄

に掲げる値（第３種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、６パーセ

ント）以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第４種の道路に

あっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において

は、片勾配を付さないことができる。 

区 分 最大片勾配(単位：パーセント) 

第３種 １０

第４種 ６

（曲線部の車線等の拡幅） 

第１８条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応

じ、車線（車線を有しない道路にあっては、車道）を適切に拡幅するものとす
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る。ただし、第４種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合においては、この限りでない。 

（緩和区間） 

第１９条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第４種の

道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合においては、この限りでない。 

２ 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和

区間においてすりつけをするものとする。 

３ 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値（

前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合におい

ては、当該すりつけに必要な長さ）以上とするものとする。 

設計速度(単位：１時間に

つきキロメートル) 

緩和区間の長さ(単位：メー

トル) 

６０ ５０

５０ ４０

４０ ３５

３０ ２５

２０ ２０

（視距等） 

第２０条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上と

するものとする。 

設計速度(単位：１時間に

つきキロメートル) 
視距(単位：メートル) 

６０ ７５

５０ ５５

４０ ４０

３０ ３０

２０ ２０
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２ 車線の数が２である道路（対向車線を設けない道路を除く｡)においては、必

要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設ける

ものとする。 

（縦断勾配） 

第２１条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の

縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の

右欄に掲げる値以下とすることができる。 

区 分 
設計速度(単位：１時間

につきキロメートル) 
縦断勾配(単位：パーセント) 

６０ ５ ８

５０ ６ ９

４０ ７ １０

３０ ８ １１

普通道路 

２０ ９ １２

６０ ８ 

５０ ９ 

４０ １０ 

３０ １１ 

第３種 

小型道路 

２０ １２ 

６０ ５ ７

５０ ６ ８

４０ ７ ９

３０ ８ １０

普通道路 

２０ ９ １１

６０ ８ 

５０ ９ 

４０ １０ 

３０ １１ 

第４種 

小型道路 

２０ １２ 
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（登坂車線） 

第２２条 普通道路の縦断勾配が５パーセントを超える車道には、必要に応じ、

登坂車線を設けるものとする。 

２ 登坂車線の幅員は、３メートルとするものとする。 

（縦断曲線） 

第２３条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。 

２ 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、

次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計

速度が１時間につき６０キロメートルである第４種第１級の道路にあっては、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断

曲線の半径を１，０００メートルまで縮小することができる。 

設計速度(単位：１時間に

つきキロメートル) 
縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径(単位：メート

ル) 

凸形曲線 １，４００
６０ 

凹形曲線 １，０００

凸形曲線 ８００
５０ 

凹形曲線 ７００

凸形曲線 ４５０
４０ 

凹形曲線 ４５０

凸形曲線 ２５０
３０ 

凹形曲線 ２５０

凸形曲線 １００
２０ 

凹形曲線 １００

３ 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以

上とするものとする。 

設計速度(単位：１時間につ

きキロメートル) 

縦 断 曲 線 の 長 さ (単 位 ： メ

ートル) 

６０ ５０
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５０ ４０

４０ ３５

３０ ２５

２０ ２０

（舗装） 

第２４条 車道、中央帯（分離帯を除く｡)、車道に接続する路肩、自転車道等及

び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由

がある場合においては、この限りでない。 

２ 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を４９キロ

ニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案

して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で

定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少な

い場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。 

３ 第４種の道路（トンネルを除く｡)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の

土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水

を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させるこ

とができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

（横断勾配） 

第２５条 車道、中央帯（分離帯を除く｡)及び車道に接続する路肩には、片勾配

を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準とし

て横断勾配を付するものとする。 

路面の種類 横断勾配(単位：パーセント)

前条第２項に規定する基準に適合する舗装道 １．５以上２以下

その他 ３以上５以下
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２ 歩道又は自転車道等には、２パーセントを標準として横断勾配を付するもの

とする。 

３ 前条第３項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して

路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小するこ

とができる。 

（合成勾配） 

第２６条 合成勾配（縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。

以下同じ｡)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とす

るものとする。ただし、設計速度が１時間につき３０キロメートル又は２０キ

ロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合においては、１２．５パーセント以下とすることができる。 

設計速度(単位：１時間に

つきキロメートル) 
合成勾配(単位：パーセント) 

６０ １０．５

５０ 

４０ 

３０ 

２０ 

１１．５

（排水施設） 

第２７条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きょ、集

水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。 

（平面交差又は接続） 

第２８条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で

５以上交会させてはならない。 

２ 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折

車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な
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見通しができる構造とするものとする。 

３ 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線（屈折車線

及び変速車線を除く｡)の幅員は、第４種第１級の普通道路にあっては３メート

ルまで、第４種第２級又は第３級の普通道路にあっては２．７５メートルま

で、第４種の小型道路にあっては２．５メートルまで縮小することができる。 

４ 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては３メートル、小型道路

にあっては２．５メートルを標準とするものとする。 

５ 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応

じ、適切にすりつけをするものとする。 

（立体交差） 

第２９条 車線（登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く｡)の数が４以上である

普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とす

るものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。 

２ 車線（屈折車線及び変速車線を除く｡)の数が４以上である小型道路が相互に

交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の

方式は、立体交差とするものとする。 

３ 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に

連結する道路（以下「連結路」という｡)を設けるものとする。 

４ 連結路については、第４条から第７条まで、第１４条、第１６条、第１７

条、第１９条から第２１条まで、第２３条及び第２６条並びに令第１２条の規

定は、適用しない。 

（鉄道等との平面交差） 

第３０条 道路が鉄道又は軌道法（大正１０年法律第７６号）による新設軌道（

以下「鉄道等」という｡)と同一平面で交差する場合においては、その交差する
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道路は次に定める構造とするものとする。 

(1) 交差角は、４５度以上とすること。 

(2) 踏切道の両側からそれぞれ３０メートルまでの区間は、踏切道を含めて

直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、２．５パーセント以下とするこ

と。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。 

(3) 見通し区間の長さ（線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点

から、軌道の外方車道の中心線上５メートルの地点における１．２メートル

の高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをい

う｡)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲

げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される

箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所について

は、この限りでない。 

踏切道における鉄道等の車両の最高速度 

(単位：１時間につきキロメートル) 

見通し区間の長さ(単位：メート

ル) 

５０未満 １１０

５０以上７０未満 １６０

７０以上８０未満 ２００

８０以上９０未満 ２３０

９０以上１００未満 ２６０

１００以上１１０未満 ３００

１１０以上 ３５０

（待避所） 

第３１条 第３種第５級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設ける

ものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りで

ない。 

(1) 待避所相互間の距離は、３００メートル以内とすること。 
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(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。 

(3) 待避所の長さは、２０メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、５

メートル以上とすること。 

（交通安全施設） 

第３２条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋

等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規

則で定めるものを設けるものとする。 

（凸部、狭窄
さ く

部等） 

第３３条 第４種第４級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第

３種第５級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を

確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸

部を設置し、又は車道に狭窄
さ く

部若しくは屈曲部を設けるものとする。 

（乗合自動車の停留所等に設ける交通島） 

第３４条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所

には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。 

（自動車駐車場等） 

第３５条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要があ

る場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所及び非常

駐車帯を設けるものとする。 

（防護施設） 

第３６条 落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与

えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものと

する。 

（トンネル） 

第３７条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合に
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おいては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設

を設けるものとする。 

２ トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合において

は、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。 

３ トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれ

がある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の

非常用施設を設けるものとする。 

（橋、高架の道路等） 

第３８条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンク

リート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道

路の構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。 

（附帯工事等の特例） 

第３９条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行

し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を

施行する場合において、第４条から前条までの規定（第７条、第１４条、第１

５条、第２５条、第２７条、第３２条及び第３６条を除く｡)並びに令第４条、

第１２条及び第３５条第２項から第４項までの規定による基準をそのまま適用

することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらな

いことができる。 

（小区間改築の場合の特例） 

第４０条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を

行う場合（次項に規定する改築を行う場合を除く｡)において、これに隣接する

他の区間の道路の構造が、第４条、第５条第３項から第５項まで、第６条、第

８条、第９条第３項、第１０条第２項及び第３項、第１１条第３項及び第４
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項、第１３条第２項及び第３項、第１６条から第２３条まで、第２４条第３項

並びに第２６条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基

準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定に

よる基準によらないことができる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として

改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第４条、第５条第３項か

ら第５項まで、第６条、第７条第２項、第８条、第９条第３項、第１０条第２

項及び第３項、第１１条第３項及び第４項、第１３条第２項及び第３項、第２

０条第１項、第２２条第２項、第２４条第３項、次条第１項及び第２項並びに

第４２条第１項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認め

られるときは、これらの規定による基準によらないことができる。 

（自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路） 

第４１条 自転車専用道路の幅員は３メートル以上とし、自転車歩行者専用道路

の幅員は４メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあって

は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、２．

５メートルまで縮小することができる。 

２ 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部

分として、幅員０．５メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設ける

ものとする。 

３ 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合において

は、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、令第３９条第４

項の建築限界を勘案して定めるものとする。 

４ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自

転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならな

い。 
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５ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第３条から第３９条

まで及び前条第１項の規定（自転車歩行者専用道路にあっては、第１２条を除

く｡)並びに令第４条、第１２条及び第３５条第２項から第４項までの規定は、

適用しない。 

（歩行者専用道路） 

第４２条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の

状況を勘案して、２メートル以上とするものとする。 

２ 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の

幅員は、令第４０条第３項の建築限界を勘案して定めるものとする。 

３ 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行

することができるものでなければならない。 

４ 歩行者専用道路については、第３条から第１１条まで、第１３条から第３９

条まで及び第４０条第１項の規定並びに令第４条、第１２条及び第３５条第２

項から第４項までの規定は、適用しない。 

 （道路標識の寸法） 

第４３条 法第４５条第３項に規定する市道に設ける道路標識の寸法は、道路の

構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図ることを考慮して規則で定める寸法

とする。 

 （委任） 

第４４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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議案第 99 号 

 

生駒市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定め 

る条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 歩道等（第３条―第１０条） 

第３章 立体横断施設（第１１条―第１６条） 

第４章 乗合自動車停留所（第１７条・第１８条） 

第５章 自動車駐車場（第１９条―第２９条） 

第６章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等（第３０条―第３３条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（

平成１８年法律第９１号。以下「法」という｡)第１０条第１項の規定により、

市が管理する特定道路（以下「道路」という｡)に係る道路移動等円滑化基準を

定めるものとする。 
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（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法第２条、道路交通法（昭和３５年法

律第１０５号）第２条（第４号及び第１３号に限る｡)及び道路構造令（昭和４

５年政令第３２０号）第２条に定めるもののほか、次に定めるところによる。 

(1) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、立体横断施設（横断歩道橋、地下横

断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下

同じ｡)に設ける傾斜路、通路若しくは階段又は自動車駐車場の通路の幅員か

ら、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げる

おそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除

雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。 

(2) 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩

行者道の部分をいう。 

(3) 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等

の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。 

第２章 歩道等 

（歩道） 

第３条 道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く｡)には、歩道を設けるものと

する。 

（有効幅員） 

第４条 歩道の有効幅員は、生駒市市道の構造の技術的基準等を定める条例（平

成２４年１２月生駒市条例第 号。次項において「道路構造基準条例」とい

う｡)第１１条第３項に規定する幅員の値以上とするものとする。 

２ 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造基準条例第１０条第２項に規定する

幅員の値以上とするものとする。 

３ 歩道又は自転車歩行者道（以下「歩道等」という｡)の有効幅員は、当該歩道
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等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。 

（舗装） 

第５条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とす

るものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむ

を得ない場合においては、この限りでない。 

２ 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとする

ものとする。 

（勾配） 

第６条 歩道等の縦断勾配は、５パーセント以下とするものとする。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、８パーセン

ト以下とすることができる。 

２ 歩道等（車両乗入れ部を除く｡)の横断勾配は、１パーセント以下とするもの

とする。ただし、前条第１項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合においては、２パーセント以下とすること

ができる。 

（歩道等と車道等の分離） 

第７条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩（

以下「車道等」という｡)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。 

２ 歩道等（車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く｡)に設ける縁石の

車道等に対する高さは１５センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交

通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。 

３ 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩

道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を

設けるものとする。 

（高さ） 
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第８条 歩道等（縁石を除く｡)の車道等に対する高さは、５センチメートルを標

準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、

この限りでない。 

２ 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮し

て定めるものとする。 

（横断歩道に接続する歩道等の部分） 

第９条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くする

ものとし、その段差は２センチメートルを標準とするものとする。 

２ 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車いすを使用している者（以下「車

いす使用者」という｡)が円滑に転回できる構造とするものとする。 

（車両乗入れ部） 

第１０条 第４条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第６条第２項の規定

による基準を満たす部分の有効幅員は、２メートル以上とするものとする。 

第３章 立体横断施設 

（立体横断施設） 

第１１条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認

められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横

断施設（以下「移動等円滑化された立体横断施設」という｡)を設けるものとす

る。 

２ 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。

ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。 

３ 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢

者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーター

を設けるものとする。 

-143-



  

（エレベーター） 

第１２条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定め

る構造とするものとする。 

(1) かごの内のり幅は１．５メートル以上とし、内のり奥行きは１．５メー

トル以上とすること。 

(2) 前号の規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであっ

て、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの（開閉するかごの出入口を

音声により知らせる装置が設けられているものに限る｡)にあっては、内のり

幅は１．４メートル以上とし、内のり奥行きは１．３５メートル以上とする

こと。 

(3) かご及び昇降路の出入口の有効幅は、第１号の規定による基準に適合す

るエレベーターにあっては９０センチメートル以上とし、前号の規定による

基準に適合するエレベーターにあっては８０センチメートル以上とするこ

と。 

(4) かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認

するための鏡を設けること。ただし、第２号の規定による基準に適合するエ

レベーターにあっては、この限りでない。 

(5) かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込

まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造とする

こと。 

(6) かご内に手すりを設けること。 

(7) かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。 

(8) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置

を設けること。 

(9) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖
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を音声により知らせる装置を設けること。 

(10) かご内及び乗降口には、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤

を設けること。 

(11) かご内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利

用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作で

きる構造とすること。 

(12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は１．５メートル以上

とし、有効奥行きは１．５メートル以上とすること。 

(13) 停止する階が３以上であるエレベーターの乗降口には、到着するかごの

昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及

び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装

置が設けられている場合においては、この限りでない。 

（傾斜路） 

第１３条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路（その踊場を含む。

以下同じ｡)は、次に定める構造とするものとする。 

(1) 有効幅員は、２メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、１メートル以上とする

ことができる。 

(2) 縦断勾配は、５パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、８パーセント以下と

することができる。 

(3) 横断勾配は、設けないこと。 

(4) ２段式の手すりを両側に設けること。 

(5) 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けるこ

と。 
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(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするこ

と。 

(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度

比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。 

(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設

けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。 

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が２．５メートル以下の歩道等の部

分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工

作物を設けること。 

(10) 高さが７５センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ７５センチ

メートル以内ごとに踏み幅１．５メートル以上の踊場を設けること。 

（エスカレーター） 

第１４条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に定

める構造とするものとする。 

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。 

(2) 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。 

(3) 昇降口において、３枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とするこ

と。 

(4) 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏

み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。 

(5) くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み

段との境界を容易に識別できるものとすること。 

(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面におい

て、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。 

(7) 踏み段の有効幅は、１メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通
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量が少ない場合においては、６０センチメートル以上とすることができる。 

（通路） 

第１５条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造と

するものとする。 

(1) 有効幅員は、２メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行

の状況を考慮して定めること。 

(2) 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりや

むを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りで

ない。 

(3) ２段式の手すりを両側に設けること。 

(4) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けるこ

と。 

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするこ

と。 

(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設け

ること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。 

（階段） 

第１６条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段（その踊場を含む。以

下同じ｡)は、次に定める構造とするものとする。 

(1) 有効幅員は、１．５メートル以上とすること。 

(2) ２段式の手すりを両側に設けること。 

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けるこ

と。 

(4) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、この限りでない。 

-147-



  

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするこ

と。 

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を

容易に識別できるものとすること。 

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とす

ること。 

(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設け

ること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。 

(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が２．５メートル以下の歩道等の部分

への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作

物を設けること。 

(10) 階段の高さが３メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設

けること。 

(11) 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては１．２メートル以上とし、そ

の他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。 

第４章 乗合自動車停留所 

（高さ） 

第１７条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、１

５センチメートルを標準とするものとする。 

（ベンチ及び上屋） 

第１８条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。た

だし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

第５章 自動車駐車場 

（障害者用駐車施設） 
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第１９条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分

（以下「障害者用駐車施設」という｡)を設けるものとする。 

２ 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が２００以下の場合に

あっては当該駐車台数に５０分の１を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が２

００を超える場合にあっては当該駐車台数に１００分の１を乗じて得た数に２

を加えた数以上とするものとする。 

３ 障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。 

(1) 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ

短くなる位置に設けること。 

(2) 有効幅は、３．５メートル以上とすること。 

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。 

（障害者用停車施設） 

第２０条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階に

は、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分（以下「障害者用停車施

設」という｡)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない

場合においては、この限りでない。 

２ 障害者用停車施設は、次に定める構造とするものとする。 

(1) 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ

短くなる位置に設けること。 

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は１．５メートル以上とし、有

効奥行きは１．５メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降でき

る構造とすること。 

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。 

（出入口） 

第２１条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとす

-149-



  

る。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口について

は、この限りでない。 

(1) 有効幅は、９０センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐

車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち１以上の出入口の有効幅は、１．２メ

ートル以上とすること。 

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を１．２メートル以上とする当該

自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、１以上の出入口にあっては

自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車いす使用者が円滑

に開閉して通過できる構造とすること。 

(3) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 

（通路） 

第２２条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設

に至る通路のうち１以上の通路は、次に定める構造とするものとする。 

(1) 有効幅員は、２メートル以上とすること。 

(2) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 

(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。 

（エレベーター） 

第２３条 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階（障害者用駐車施設

が設けられている階に限る｡)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエ

レベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場

合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。 

２ 前項のエレベーターのうち１以上のエレベーターは、前条に規定する出入口

に近接して設けるものとする。 

３ 第１２条第１号から第４号までの規定は、第１項のエレベーター（前項のエ

レベーターを除く｡)について準用する。 
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４ 第１２条の規定は、第２項のエレベーターについて準用する。 

（傾斜路） 

第２４条 第１３条の規定は、前条第１項の傾斜路について準用する。 

（階段） 

第２５条 第１６条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階

に通ずる階段の構造について準用する。 

（屋根） 

第２６条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施

設及び第２２条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。 

（便所） 

第２７条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次

に定める構造とするものとする。 

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別（当該区別がある場合に

限る｡)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他

の設備を設けること。 

(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 

(3) 男子用小便器を設ける場合においては、１以上の床置式小便器、壁掛式

小便器（受け口の高さが３５センチメートル以下のものに限る｡)その他これ

らに類する小便器を設けること。 

(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。 

２ 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち１以上の便所

は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。 

(1) 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）内に高

齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられているこ

と。 
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(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 

第２８条 前条第２項第１号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするもの

とする。 

(1) 第２２条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち１以上

の通路は、同条各号に定める構造とすること。 

(2) 出入口の有効幅は、８０センチメートル以上とすること。 

(3) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこ

と。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。 

(4) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房

が設けられていることを表示する案内標識を設けること。 

(5) 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とする

こと。 

ア 有効幅は、８０センチメートル以上とすること。 

イ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。 

(6) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。 

２ 前条第２項第１号の便房は、次に定める構造とするものとする。 

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこ

と。 

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を

有するものであることを表示する案内標識を設けること。 

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。 

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設ける

こと。 

３ 第１項第２号、第５号及び第６号の規定は、前項の便房について準用する。 

第２９条 前条第１項第１号から第３号まで、第５号及び第６号並びに第２項第
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２号から第４号までの規定は、第２７条第２項第２号の便所について準用す

る。この場合において、前条第２項第２号中「当該便房」とあるのは、「当該

便所」と読み替えるものとする。 

第６章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等 

（案内標識） 

第３０条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高

齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活

において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベ

ーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとす

る。 

２ 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する

設備を設けるものとする。 

（視覚障害者誘導用ブロック） 

第３１条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の

通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所

に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。 

２ 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大

きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。 

３ 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要で

あると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるもの

とする。 

（休憩施設） 

第３２条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。

ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の

理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 
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（照明施設） 

第３３条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとす

る。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に

確保される場合においては、この限りでない。 

２ 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化

のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただ

し、夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分

に確保される場合においては、この限りでない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に

移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同条の規定にかかわら

ず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸

部、車道における狭窄
さ く

部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自

転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。 

３ 第３条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に

移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第４条の規定にかかわら

ず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を１．５メートルまで縮小す

ることができる。 

４ 移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレー

ターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむ
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を得ない場合においては、第４条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間に

おける歩道等の有効幅員を１メートルまで縮小することができる。 

５ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第８条の規定によ

る基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、

この規定による基準によらないことができる。 

６ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第１０

条の規定の適用については、当分の間、同条中「２メートル」とあるのは、「

１メートル」とする。 

-155-



議案第 100 号 

 

生駒市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基 

準を定める条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定

める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（

平成１８年法律第９１号。以下「法」という｡)第１３条第１項の規定により、

市が管理する都市公園に係る都市公園移動等円滑化基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によ

る。 

（一時使用目的の特定公園施設） 

第３条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の

規定によらないことができる。 

（園路及び広場） 

第４条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年
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政令第３７９号。以下「令」という｡)第３条第１号に規定する園路及び広場を

設ける場合は、そのうち１以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければ

ならない。 

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合は、９０センチメートル以上とす

ることができる。 

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち１以上は、９

０センチメートル以上とすること。 

ウ 出入口からの水平距離が１５０センチメートル以上の水平面を確保する

こと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

は、この限りでない。 

エ オに掲げる場合を除き、車いすを使用している者（以下「車いす使用者

」という｡)が通過する際に支障となる段がないこと。 

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾

斜路（その踊場を含む。以下同じ｡)を併設すること。 

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、１８０センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車

いすの転回に支障のないものとし、かつ、５０メートル以内ごとに車いす

が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を１２０センチメー

トル以上とすることができる。 

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がな

いこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾
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斜路を併設すること。 

エ 縦断勾配は、５パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合は、８パーセント以下とすることが

できる。 

オ 横断勾配は、１パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合は、２パーセント以下とすることが

できる。 

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

(3) 階段（その踊場を含む。以下同じ｡)は、次に掲げる基準に適合するもの

であること。 

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けるこ

と。 

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合は、この限りでない。 

エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない

構造のものであること。 

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が

壁面である場合は、この限りでない。 

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形

の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、

エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の

円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 
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(5) 傾斜路（階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る｡)

は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併

設する場合は、９０センチメートル以上とすることができる。 

イ 縦断勾配は、８パーセント以下とすること。 

ウ 横断勾配は、設けないこと。 

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

オ 高さが７５センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ７５センチ

メートル以内ごとに踏幅１５０センチメートル以上の踊場が設けられてい

ること。 

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面

が壁面である場合は、この限りでない。 

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第１１条第

２号に規定する点状ブロック等及び令第２１条第２項第１号に規定する線状

ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの（以下「視覚障害者誘

導用ブロック」という｡)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための

設備が設けられていること。 

(7) 次条から第１２条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれ

ぞれ１以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行

規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第２条第２項の主要な公園施設

に接続していること。 

（屋根付広場） 

第５条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す
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る屋根付広場を設ける場合は、そのうち１以上は、次に掲げる基準に適合する

ものでなければならない。 

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合は、８０センチメートル以上とす

ることができる。 

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がな

いこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾

斜路を併設すること。 

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 

（休憩所及び管理事務所） 

第６条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る休憩所を設ける場合は、そのうち１以上は、次に掲げる基準に適合するもの

でなければならない。 

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合は、８０センチメートル以上とす

ることができる。 

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がな

いこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾

斜路を併設すること。 

エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであるこ

と。 
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(ア) 幅は、８０センチメートル以上とすること。 

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであるこ

と。 

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち１以上は、車いす使用者の円滑な

利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウ

ンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る便所を設ける場合は、そのうち１以上は、第９条第２項、第１０条及び第

１１条の基準に適合するものであること。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者

等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩

所を設ける場合は、そのうち１以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み

替えるものとする。 

（野外劇場及び野外音楽堂） 

第７条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

(1) 出入口は、第５条第１号の基準に適合するものであること。 

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第４号の便所との間の

経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、１２０センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車

いすの転回に支障のないものとした上で、幅を８０センチメートル以上と

することができる。 

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がな
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いこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾

斜路を併設すること。 

エ 縦断勾配は、５パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合は、８パーセント以下とすることが

できる。 

オ 横断勾配は、１パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合は、２パーセント以下とすることが

できる。 

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘

導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設

けられていること。 

(3) 当該野外劇場の収容定員が２００以下の場合は当該収容定員に５０分の

１を乗じて得た数以上、収容定員が２００を超える場合は当該収容定員に１

００分の１を乗じて得た数に２を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用

することができる観覧スペース（以下「車いす使用者用観覧スペース」とい

う｡)を設けること。 

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る便所を設ける場合は、そのうち１以上は、第９条第２項、第１０条及び第

１１条の基準に適合するものであること。 

２ 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければ

ならない。 

(1) 幅は９０センチメートル以上であり、奥行きは１２０センチメートル以

上であること。 
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(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用

者の転落を防止するための設備が設けられていること。 

３ 前２項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害

者等が利用する野外音楽堂について準用する。 

（駐車場） 

第８条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る駐車場を設ける場合は、そのうち１以上に、当該駐車場の全駐車台数が２０

０以下の場合は当該駐車台数に５０分の１を乗じて得た数以上、全駐車台数が

２００を超える場合は当該駐車台数に１００分の１を乗じて得た数に２を加え

た数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設（以下「車い

す使用者用駐車施設」という｡)を設けなければならない。ただし、専ら大型自

動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く｡)の駐車のため

の駐車場については、この限りでない。 

２ 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければなら

ない。 

(1) 幅は、３５０センチメートル以上とすること。 

(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表

示をすること。 

（便所） 

第９条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

(2) 男子用小便器を設ける場合は、１以上の床置式小便器、壁掛式小便器（

受け口の高さが３５センチメートル以下のものに限る｡)その他これらに類す
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る小便器が設けられていること。 

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられているこ

と。 

２ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便

所を設ける場合は、そのうち１以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる

基準のいずれかに適合するものでなければならない。 

(1) 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）内に高

齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられているこ

と。 

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 

第１０条 前条第２項第１号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合

するものでなければならない。 

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、８０センチメートル以上とすること。 

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がな

いこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾

斜路を併設すること。 

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられて

いることを表示する標識が設けられていること。 

オ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであるこ

と。 

(ア) 幅は、８０センチメートル以上とすること。 

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであるこ

と。 
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(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 

２ 前条第２項第１号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければなら

ない。 

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造の

ものであることを表示する標識が設けられていること。 

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けら

れていること。 

３ 第１項第１号ア及びオ並びに第２号の規定は、前項の便房について準用す

る。 

第１１条 前条第１項第１号アからウまで及びオ並びに第２号並びに第２項第２

号から第４号までの規定は、第９条第２項第２号の便所について準用する。こ

の場合において、前条第２項第２号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」

と読み替えるものとする。 

（水飲場及び手洗場） 

第１２条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用

する水飲場を設ける場合は、そのうち１以上は、高齢者、障害者等の円滑な利

用に適した構造のものでなければならない。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者

等が利用する手洗場について準用する。 

（掲示板及び標識） 

第１３条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用

する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 

-165-



(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 

２ 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者

等が利用する標識について準用する。 

第１４条 第４条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表

示した標識を設ける場合は、そのうち１以上は、第４条の規定により設けられ

た園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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議案第 101 号 

 

生駒市風致地区条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市風致地区条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５８条第１項

の規定に基づき、風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採

その他の行為の規制に関し必要な事項を定めるものとする。 

（許可を要する行為） 

第２条 風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじ

め、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を

受けた事項を変更しようとする場合においても、同様とする。 

(1) 建築物その他の工作物（以下「建築物等」という｡)の新築、改築、増築

又は移転 

(2) 建築物等の色彩の変更 

(3) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更（以下「宅地の造成

等」という｡) 

(4) 水面の埋立て又は干拓 

(5) 木竹の伐採 
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(6) 土石の類の採取 

(7) 屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和

４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以下同じ｡)

又は再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８

号）第２条第４項に規定する再生資源をいう。以下同じ｡)の堆積 

２ 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為に該当する行為で次に掲げ

るものについては、同項の許可を受けることを要しない。 

(1) 都市計画事業の施行として行う行為 

(2) 国若しくは地方公共団体又は当該都市計画施設を管理することとなる者

が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為 

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

(4) 次に掲げる工作物（建築物以外の工作物をいう。以下同じ｡)の新築、改

築、増築又は移転 

ア 風致地区内において行う工事に必要な仮設の工作物 

イ 祭礼その他これに類する慣例的な行事のため一時的に設ける工作物 

ウ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるも

の 

エ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台 

オ アからエまでに掲げる工作物以外の工作物で新築、改築、増築又は移転

に係る部分の地盤面からの高さが１．５メートル以下であるもの 

(5) 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに

類するもの以外のものの色彩の変更 

(6) 面積が１０平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが１．５メー

トルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの 

(7) 面積が１０平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓 
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(8) 次に掲げる木竹の伐採 

ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採 

イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 

ウ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 

エ 仮植した木竹の伐採 

オ この項各号又は次条各号に掲げる行為のため必要な測量、実地調査又は

施設の保守の支障となる木竹の伐採 

(9) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第６号の土地の形質の

変更と同程度のもの 

(10) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、面積が１０平方メー

トル以下であり、かつ、高さが１．５メートル以下であるもの 

(11) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為 

ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

イ 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。 

(ア) 建築物の新築、改築、増築又は移転 

(イ) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用

の空中線系（その支持物を含む。以下同じ｡)その他これらに類する工作

物以外のものの新築、改築、増築又は移転 

(ウ) 建築物等の色彩の変更で第５号に該当しないもの 

(エ) 高さが１．５メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う土

地の形質の変更 

(オ) 高さが５メートルを超える木竹の伐採 

(カ) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(エ)の土地の形質

の変更と同程度のもの 

(キ) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積で、高さが１．５メ
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ートルを超えるもの 

ウ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを

除く。 

(ア) 建築物の新築、改築、増築又は移転 

(イ) 用排水施設（幅員が２メートル以下の用排水路を除く｡)又は幅員が

２メートルを超える農道若しくは林道の設置 

(ウ) 宅地の造成又は土地の開墾 

(エ) 水面の埋立て又は干拓 

(オ) 森林の択伐又は皆伐（林業を営むために行うものを除く｡) 

３ 国、奈良県若しくは本市の機関又は規則で定める公共的団体が行う行為につ

いては、第１項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国、

奈良県若しくは本市の機関又は規則で定める公共的団体は、その行為をしよう

とするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。協議した事項を変

更しようとする場合においても、同様とする。 

（適用除外） 

第３条 次に掲げる行為については、前条第１項の許可を受け、又は同条第３項

の規定による協議をすることを要しない。この場合において、これらの行為を

しようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。 

(1) 道路法（昭和２７年法律第１８０号）による高速自動車国道若しくは自

動車専用道路の新築、改築、維持、修繕若しくは災害復旧（これらの道路と

これらの道路以外の道路（道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）による

一般自動車道を除く｡)とを連絡する施設の新設及び改築を除く｡)又は道路法

による道路（高速自動車国道及び自動車専用道路を除く｡)の改築（小規模の

拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼ

さないものに限る｡)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為 

-170-



(2) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道（鉄道若しくは軌道の

代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る｡)

の造設（これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路（道路法による高

速自動車国道及び自動車専用道路を除く｡)とを連絡する施設の造設を除く｡)

又は管理に係る行為 

(3) 自動車ターミナル法（昭和３４年法律第１３６号）によるバスターミナ

ルの設置又は管理に係る行為 

(4) 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第３条第１項に規定する河川又は

同法第１００条第１項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管

理に係る行為 

(5) 独立行政法人水資源機構法（平成１４年法律第１８２号）第１２条第１

項第１号、第２号イ及び第３号（水資源開発施設に係る部分に限る｡)に規定

する業務並びに同法附則第４条第１項に規定する業務（附帯する業務を除

く｡)に係る行為（前号に掲げるものを除く｡) 

(6) 砂防法（明治３０年法律第２９号）による砂防工事の施行又は砂防設備

の管理（同法に規定する事項が準用されるものを含む｡)に係る行為 

(7) 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）による地すべり防止工事

の施行に係る行為 

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７

号）による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為 

(9) 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条の地域森林計画に定める林

道の新設及び管理に係る行為 

(10) 森林法第４１条に規定する保安施設事業の施行に係る行為 

(11) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管

理に係る行為 
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(12) 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）による土地改良事業の施行に

係る行為（水面の埋立て及び干拓を除く｡) 

(13) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業

構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為（水面の埋立て

及び干拓を除く｡) 

(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設（

駅、操車場、車庫その他これらに類するもの（以下「駅等」という｡)の建設

を除く｡)又は管理に係る行為 

(15) 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）による鉄道事業者又は索道事業

者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する

施設の建設（鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く｡)又は管理に係る行為 

(16) 軌道法（大正１０年法律第７６号）による軌道の敷設（駅等の建設を除

く｡)又は管理に係る行為 

(17) 航空法（昭和２７年法律第２３１号）による航空保安施設で公共の用に

供するもの又は同法第９６条に規定する指示に関する業務の用に供するレー

ダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為 

(18) 気象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供す

る設備の設置又は管理に係る行為 

(19) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路（その支持物を含

む。以下同じ｡)又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するため

の施設の設置又は管理に係る行為 

(20) 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）による認定電気通信事業の

用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するため

の施設の設置又は管理に係る行為 

(21) 放送法（昭和２５年法律第１３２号）による放送事業の用に供する線路
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又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又

は管理に係る行為 

(22) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）による電気事業の用に供する

電気工作物の設置（発電の用に供する電気工作物の設置を除く｡)又は管理に

係る行為 

(23) ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）によるガス工作物の設置（液化

石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設

置を除く｡)又は管理に係る行為 

(24) 水道法（昭和３２年法律第１７７号）による水道事業若しくは水道用水

供給事業若しくは工業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号）による工業

用水道事業の用に供する施設又は下水道法（昭和３３年法律第７９号）によ

る下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置

又は管理に係る行為 

(25) 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）による信号機の設置又は管理

に係る行為 

(26) 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７条第１項の規定によ

り指定された重要文化財、同法第７８条第１項の規定により指定された重要

有形民俗文化財、同法第９２条第１項に規定する埋蔵文化財又は同法第１０

９条第１項の規定により指定され、若しくは同法第１１０条第１項の規定に

より仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為 

(27) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律（昭和４２年法律第１０３号）第

４条の規定による保全区域整備計画に基づく事業の執行に係る行為 

(28) 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）による都市公園又は公園施設の

設置又は管理に係る行為 

(29) 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）による公園事業又は奈良県立
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自然公園条例（昭和４１年奈良県条例第２３号）による公園事業の執行に係

る行為 

(30) 鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）第３条第１項に規定する鉱物の掘

採に係る行為 

（風致地区の種別） 

第４条 風致地区の種別は、第１種風致地区、第２種風致地区、第３種風致地

区、第４種風致地区及び第５種風致地区とし、その区域は、生駒市景観条例（

平成２２年１２月生駒市条例第３４号）第２０条第１項の生駒市景観審議会の

意見を聴いて、市長が定める。 

２ 市長は、前項の区域を定めたときは、その旨を告示しなければならない。 

３ 前２項の規定は、風致地区の種別の変更について準用する。 

（許可の基準） 

第５条 市長は、次に定める基準に適合する行為については、第２条第１項の許

可をするものとする。 

(1) 建築物等の新築については、次に掲げる要件に該当するものであるこ

と。 

ア 建築物（仮設の建築物及び地下に設ける建築物を除く｡) 

(ア) 当該建築物の高さが、別表(あ)欄に掲げる風致地区の種別ごとに同

表(い)欄に掲げる限度以下であること。ただし、当該建築物の位置、規

模、形態及び意匠が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域にお

ける風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効

な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りで

ない。 

(イ) 当該建築物の建築面積の敷地面積に対する割合が、別表(あ)欄に掲

げる風致地区の種別ごとに同表(う)欄に掲げる限度以下であること。た
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だし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この

限りでない。 

(ウ) 当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの

距離が、別表(あ)欄に掲げる風致地区の種別ごとに、道路に接する部分

にあっては同表(え)欄に掲げる限度、その他の部分にあっては同表(お)

欄に掲げる限度以上であること。ただし、土地の状況により支障がない

と認められる場合においては、この限りでない。 

(エ) 当該建築物の敷地面積に対する植栽面積（規則で定めるところによ

り算定した植栽の面積をいう｡)の割合が、別表(あ)欄に掲げる風致地区

の種別ごとに同表(か)欄に掲げる限度以上であること。ただし、土地の

状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。 

(オ) 当該建築物の位置、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその

周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 

イ 工作物（仮設の工作物及び地下に設ける工作物を除く｡) 当該工作物の

位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の

区域における風致と著しく不調和でないこと。 

ウ 仮設の建築物等 

(ア) 当該建築物等の構造が、容易に移転し、又は除却することができる

ものであること。 

(イ) 当該建築物等の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地

及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 

エ 地下に設ける建築物等 当該建築物等の位置及び規模が、新築の行われ

る土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそ

れが少ないこと。 

(2) 建築物等の改築については、次に掲げる要件に該当するものであるこ
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と。 

ア 建築物 

(ア) 改築後の建築物の高さが、改築前の建築物の高さを超えないこと。 

(イ) 改築後の建築物の位置、形態及び意匠が、改築の行われる土地及び

その周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 

イ 工作物 改築後の工作物の位置、規模、形態及び意匠が、改築の行われ

る土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこ

と。 

(3) 建築物等の増築については、次に掲げる要件に該当するものであるこ

と。 

ア 建築物（仮設の建築物及び地下に設ける建築物を除く｡) 

(ア) 当該増築部分の建築物の地盤面からの高さが、別表(あ)欄に掲げる

風致地区の種別ごとに同表(い)欄に掲げる限度以下であること。ただ

し、当該増築後の建築物の位置、規模、形態及び意匠が増築の行われる

土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、か

つ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認め

られる場合においては、この限りでない。 

(イ) 増築後の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合が、別表(あ)欄

に掲げる風致地区の種別ごとに同表(う)欄に掲げる限度以下であるこ

と。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合において

は、この限りでない。 

(ウ) 当該増築部分の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線まで

の距離が、別表(あ)欄に掲げる風致地区の種別ごとに、道路に接する部

分にあっては同表(え)欄に掲げる限度、その他の部分にあっては同表(

お)欄に掲げる限度以上であること。ただし、土地の状況により支障が
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ないと認められる場合においては、この限りでない。 

(エ) 増築後の建築物の位置、形態及び意匠が、増築の行われる土地及び

その周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 

イ 工作物（仮設の工作物及び地下に設ける工作物を除く｡) 増築後の工作

物の位置、規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土

地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 

ウ 仮設の建築物等 

(ア) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができる

ものであること。 

(イ) 増築後の建築物等の位置、規模、形態及び意匠が、増築の行われる

土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこ

と。 

エ 地下に設ける建築物等 増築後の当該建築物等の位置及び規模が、増築

の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及

ぼすおそれが少ないこと。 

(4) 建築物等の移転については、次に掲げる要件に該当するものであるこ

と。 

ア 建築物 

(ア) 移転後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線ま

での距離が、別表(あ)欄に掲げる風致地区の種別ごとに、道路に接する

部分にあっては同表(え)欄に掲げる限度、その他の部分にあっては同表

(お)欄に掲げる限度以上であること。ただし、土地の状況により支障が

ないと認められる場合においては、この限りでない。 

(イ) 移転後の建築物の位置が、移転の行われる土地及びその周辺の土地

の区域における風致と著しく不調和でないこと。 
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イ 工作物 移転後の工作物の位置が、移転の行われる土地及びその周辺の

土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 

(5) 建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が変更の行われる

土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 

(6) 宅地の造成等については、次に掲げる要件に該当し、かつ、風致の維持

に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

ア 木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積（規則で定める

ところにより算定した土地の面積をいう。以下この号において同じ｡)の宅

地の造成等に係る土地の面積に対する割合が、別表(あ)欄に掲げる風致地

区の種別ごとに同表(か)欄に掲げる限度（森林の区域（市街化区域を除

く｡)における木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の土

地の開墾その他の土地の形質の変更に係る土地の面積に対する割合につい

ては、同表(あ)欄に掲げる風致地区の種別ごとに同表(き)欄に掲げる限度

）以上であること。ただし、当該宅地の造成等が行われる土地及びその周

辺の土地の区域の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合に

おいては、この限りでない。 

イ 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育

に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

ウ １ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、次に掲げる行為を伴わ

ないこと。 

(ア) 高さが、別表(あ)欄に掲げる風致地区の種別ごとに同表(く)欄に掲

げる限度（地形の状況によりこれにより難いと認められるときは、市長

が別に定める限度）を超えてのりを生ずる切土又は盛土 

(イ) 都市の風致の維持上特に枢要な森林として、あらかじめ、市長が指

定したものの伐採 

-178-



エ １ヘクタール以下の宅地の造成等でウ(ア)に規定する切土又は盛土を伴

うものにあっては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又

は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風

致と著しく不調和とならないものであること。 

(7) 水面の埋立て又は干拓については、次に該当するものであること。 

ア 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地及び

その周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものである

こと。 

イ 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支

障を及ぼすおそれが少ないこと。 

(8) 木竹の伐採については、木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、伐

採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが

少ないこと。 

ア 第２条第１項第１号及び第３号に掲げる行為をするために必要な最少限

度の木竹の伐採 

イ 森林の択伐 

ウ 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐（第６号ウ(イ)の森

林に係るものを除く｡)で伐採区域の面積が１ヘクタール以下のもの 

エ 森林の区域外における木竹の伐採 

(9) 土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘り（必要な埋め戻し

又は植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除

く｡)でなく、かつ、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致

の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

(10) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積については、堆積を行う

土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが
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少ないこと。 

２ 第２条第１項の許可には、都市の風致の維持上必要な条件を付することがで

きる。この場合において、この条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課

するものであってはならない。 

（地位の承継） 

第６条 第２条第１項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継

人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。この場合において、相続人

その他の一般承継人はその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 第２条第１項の許可を受けた者から当該許可を受けた行為を行う権原を取得

した者は、市長の承認を受けて、当該許可を受けた者が有していた当該許可に

基づく地位を承継することができる。 

（監督処分） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、風致を維持するた

め必要な限度において、この条例の規定によってした許可を取り消し、その条

件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命

じ、若しくは相当の期限を定めて建築物等の改築、移転若しくは除却その他違

反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者 

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは

請負人（請負工事の下請人を含む｡)又は請負契約によらないで自らその工事

をしている者若しくはした者 

(3) 第５条第２項の規定により許可に付せられた条件に違反している者 

(4) 詐欺その他不正な手段により第２条第１項の許可を受けた者 

（報告又は資料の提出） 

第８条 市長は、前条の規定による権限を行うために必要な限度において、第２

-180-



条第１項各号に掲げられた行為を行った者若しくは行っている者又は当該行為

の請負人に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告又は資料

の提出を求めることができる。 

（立入検査） 

第９条 市長又はその命じた者若しくは委任した者は、第７条の規定による権限

を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しく

は当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査す

ることができる。 

２ 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明

書を携帯しなければならない。 

３ 前項に規定する証明書は、関係人の請求があったときは、これを提示しなけ

ればならない。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第１１条 第７条の規定による市長の命令に違反した者は、５０万円以下の罰金

に処する。 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

(1) 第２条第１項の規定に違反した者 

(2) 第５条第２項の規定により許可に付せられた条件に違反した者 

第１３条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の罰金に処する。 

(1) 第８条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資

料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 

(2) 第９条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

第１４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者
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が、その法人又は人の業務又は財産に関して前３条に規定する違反行為をした

ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科す

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という｡)前に奈良県風致地区条例（昭

和４５年奈良県条例第４３号）の規定により奈良県知事が行った許可その他の

行為又は奈良県知事に対して行った申請その他の行為は、この条例の相当規定

によりされたものとみなす。 

３ 前項の規定によりこの条例の相当規定によりされたものとみなされた奈良県

知事に対して行われた申請その他の行為に係る許可その他の基準については、

第５条第１項の規定にかかわらず、奈良県風致地区条例の一部を改正する条例

（平成２４年奈良県条例第１０号）による改正前の奈良県風致地区条例第５条

第１項の規定の例による。 

４ 市長は、施行日に風致地区の種別ごとの区域（以下この項において「区域」

という｡)を定めようとする場合において、その区域が施行日の前日において奈

良県風致地区条例第４条第１項の規定により定められている区域と同一である

ときは、第４条第１項の規定にかかわらず、生駒市景観審議会の意見を聴くこ

となく区域を定めることができる。 
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別表（第５条関係） 

(あ) (い) (う) (え) (お) (か) (き) (く) 

種別 高さ 
建 ぺ い

率 

道 路 か

ら の 距

離 

隣 接 地

か ら の

距離 

緑地率 

森 林 区

域 の 緑

地率 

切 土 又

は 盛 土

の高さ 

第 １ 種 

風致地区 

8メ ー ト

ル 
10分の2

3メ ー ト

ル 

1.5 メ ー

トル 
10分の4 10分の6 

2メ ー ト

ル 

第 ２ 種 

風致地区 

10 メ ー

トル 
10分の3

2メ ー ト

ル 

1メ ー ト

ル 
10分の3 10分の5 

3メ ー ト

ル 

第 ３ 種 

風致地区 

10 メ ー

トル 
10分の4

2メ ー ト

ル 

1メ ー ト

ル 
10分の2 10分の4 

4メ ー ト

ル 

第 ４ 種 

風致地区 

12 メ ー

トル 
10分の4

2メ ー ト

ル 

1メ ー ト

ル 
10分の2 10分の4 

4メ ー ト

ル 

第 ５ 種 

風致地区 

15 メ ー

トル 
10分の4

2メ ー ト

ル 

1メ ー ト

ル 
10分の2 10分の4 

4メ ー ト

ル 
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議案第 102 号 

 

生駒市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市下水道条例の一部を改正する条例 

 生駒市下水道条例（昭和５９年４月生駒市条例第１５号）の一部を次のように

改正する。 

 目次中「第１章 総則（第１条―第３条）」を 

                    

２条の２」に改める。 

 第１条中「使用」の次に「並びに施設の構造及び維持管理の基準等」を加え

る。 

 第１章の次に次の１章を加える。 

   第１章の２ 公共下水道の構造の基準等 

（排水施設及び処理施設に共通する構造の基準）  

第３条の２ 排水施設及び処理施設（これを補完する施設を含む。第３条の４に

おいて同じ｡)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。 

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。 

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸

「第１章 総則（第１条―第３ 

 第１章の２ 公共下水道の構 

条） 

造の基準等（第３条の２―第３条の６）」 
に、「第３２条」を「第３２条・第３ 
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入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除

すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有する

ものとすることができる。 

(3) 屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるお

それのないものとして規則で定めるものを除く｡)にあっては、覆い又は柵の

設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられ

ていること。 

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス

鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられて

いること。 

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可

とう継手の設置その他の市長が定める措置が講ぜられていること。 

（排水施設の構造の基準） 

第３条の３ 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりと

する。 

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、市長が定める数値を下回らない

ものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させる

ことができるものとすること。 

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢

工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。 

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急

激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和

する措置が講ぜられていること。 

(4)  暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する

箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けるこ
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と。 

(5) ます又はマンホールには、蓋（汚水を排除すべきます又はマンホールに

あっては、密閉することができる蓋）を設けること。 

（処理施設の構造の基準） 

第３条の４ 第３条の２に定めるもののほか、処理施設（終末処理場であるもの

に限る。第２号において同じ｡)の構造の基準は、次のとおりとする。 

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられているこ

と。 

(2) 汚泥処理施設（汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ｡)は、汚泥の

処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保

護に支障が生じないよう市長が定める措置が講ぜられていること。 

（適用除外） 

第３条の５ 前３条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。 

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道 

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道 

（終末処理場の維持管理） 

第３条の６ 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとす

る。 

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を

生じないようにエアレーションを調節すること。 

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこ

れを除去すること。 

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等

を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。 

(4) 前３号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。 
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(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔

を保持すること。   

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さ

い物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が

定める措置を講ずること。 

 第３２条中「第２８条」を「第３条の２、第３条の３、第３条の５、第２８条

」に改め、第５章中同条の次に次の１条を加える。 

（都市下水路の維持管理の基準） 

第３２条の２ 都市下水路の維持管理の基準は、しゅんせつを１年に１回以上行

うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りで

ない。 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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議案第 103 号 

 

生駒市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水 

道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術

管理者の資格基準に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という｡)

第１２条及び第１９条第３項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなけ

ればならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督

業務を行う者（以下「布設工事監督者」という｡)に必要な資格基準並びに水道

技術管理者に必要な資格基準について定めることを目的とする。 

（布設工事監督者を配置する工事） 

第２条 法第１２条第１項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を

行うべき水道の布設工事は、法第３条第８項に規定する水道施設の新設又は次

に掲げる増設若しくは改造の工事とする。 

(1) １日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事 

(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模

の改造に係る工事 
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（布設工事監督者の資格） 

第３条 法第１２条第２項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資

格は、次のとおりとする。 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。

以下同じ｡)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは

水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、２年以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛

生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、３年

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(3) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において土木科又はこれに

相当する課程を修めて卒業した後、５年以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者 

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに

相当する課程を修めて卒業した後、７年以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者 

(5) １０年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する  

者 

(6) 第１号又は第２号の規定による卒業をした者であって、学校教育法によ

る大学院研究科において１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を

専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する

専攻を修了した後、第１号の規定による卒業をした者にあっては１年以上、

第２号の規定による卒業をした者にあっては２年以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 

(7) 外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程及び学科目
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又は第３号若しくは第４号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、そ

れぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した

後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者 

(8) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次

試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用水

道又は水道環境を選択したものに限る｡)であって、１年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 

（水道技術管理者の資格） 

第４条 法第１９条第３項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資

格は、次のとおりとする。 

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者 

(2) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において土木工学以外の

工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する

学科目を修めて卒業した後、同条第１号に規定する学校を卒業した者につい

ては４年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者については６年以

上、同条第４号に規定する学校を卒業した者については８年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者 

(3) １０年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(4) 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において、工学、理学、

農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学

科目を修めて卒業した後、同条第１号に規定する学校を卒業した者について

は５年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者については７年以上、

同条第４号に規定する学校を卒業した者については９年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 
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(5) 外国の学校において、第２号に規定する学科目又は前号に規定する学科

目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する

程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する学校を卒業した

者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者 

(6) 水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）第１４条第３号の規定

による厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程

を修了した者 

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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議案第 104 号 

 

生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を 

改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年１２月７日 

生駒市長 山 下  真   

 

生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４２年１０月

生駒市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「１７０人」を「１９３人」に改める。 

 第３条中「消防団員は」の次に「、次の各号のいずれにも該当する者のうちか

ら」を加え、同条に次の各号を加える。 

 (1) 市内に居住し、又は勤務する者 

(2) １８歳以上の者 

(3) 意志が強く、健康で、職務に支障のない者 

 第６条第１項中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 (2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

 第１４条第１項中「訓練等」を「訓練、広報、指導等」に改める。 

 第１５条を次のように改める。 

（報酬等の支給） 
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第１５条 報酬は、その職に就いた日から支給し、その職を解かれたときは、そ

の日まで支給する。 

２ １の年度においてその職に任命された期間が１年に満たないときは、その報

酬の額は、その期間の現日数を基礎として日割によって計算する。 

３ 前２項の規定は、機関員手当及び副機関員手当の支給について準用する。 

４ 報酬、機関員手当、副機関員手当及び費用弁償は、毎年度３期に分け、当該

期間の終了する日の属する月の翌月に支給する。ただし、前条第２項に規定す

る場合の費用弁償は、その旅行の都度支給する。 

５ 前各項に定めるもののほか、団員の報酬、機関員手当、副機関員手当及び費

用弁償の支給については、生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３

２年７月生駒市条例第２３号）の適用を受ける職員の例による。 

 別表第１中「３３０，０００円」を「２６４，０００円」に、「２６６，００

０円」を「２１２，０００円」に、「１４８，５００円」を「１２６，０００円

」に、「８７，０００円」を「７４，０００円」に、「５９，０００円」を「５

３，０００円」に改める。 

 別表第２中「２７，０００円」を「２４，５００円」に、「１７，１００円」

を「１５，５００円」に改める。 

 別表第３中「５，０００円」を「４，５００円」に、「３，３００円」を「３

，０００円」に改め、同表に次のように加える。 

広報、指導等の場合 １回につき ２，０００円

附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 
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議案第 105 号 

 

生駒市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

生駒市固定資産評価審査委員会の委員に下記の者を選任したいから、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求

める。 

記 

住  所  生駒市●●●●●●●●●●●● 

氏  名  窪 田 敏 行 

生年月日  昭和●●年●月●●日 

 

住  所  生駒市●●●●●●●●●● 

氏  名  井 上 重 人 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

 住  所  奈良市●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 氏  名  中 西 伸 之 

 生年月日  昭和●●年●月●●日 

 

平成２４年１２月７日提出 

生駒市長 山 下  真   
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